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広報のぺおかへの掲載 要 ＠ ホームページへの掲載 要 ＠ 

件名 ： 平成25年度社会福祉協議会運営補助金の補助額の変更について

標記の件につきまして、（福）延岡市社会福祉協議会から別紙のとおり、事業計画

変更承認申請書が提出されましたので、その内容を適当と認め、補助金額を変更

します。
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変更後補助額 ~ ~－： ~ ~ ~－~ ~ ~－－~－－ 
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~·変更内容 運用益事業の追加募集に伴う増額 ~ ~ ~ ~ !: ?. ~ 0円 ~！ 事業別紙詳細）
※8/12の基金運用審議会により承認済み
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~·予算科目 社会福祉協議会運営補助事業~ ~ ~： ~ ~ !. , ~ ~ 0円）
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民間社会福祉団体助成事業：社会福祉協議会運営補助事業
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負担金、補助及び交付金 ~ 
予算残額： 4, 21~ .. ~52 円’
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平成25年9月20日

事業計画変更承認、申請書

延岡市 長首藤正治様

住所

氏名

平成25年4月1日付延高齢第58号で承認されました平成25年度社会福祉協議会運営補助事業

について次のとおり変更したいので、ご承認くださるよう申請します。

記

事業の 名称｜ 相会福祉協議会運営補助事業 相会話許止協議会運営補助事業

決定事項 変更事項

総事 業費 478,866,000円 480,063,500円

補 助 金額 85, 771,948円 86,969,448円

完了 予定 平成26年 3月31日 平成26年 3月31日

－紅会福祉事業基針軍用益事業の事業費の追加によるもの

変更の事由、内容



平成25年度寸絵計収支予算書（抄本）

（収入）

科 目

現針予算
大 中

経常経費
85, 772 械勤勉民入

市区戸］ヰナ
85, 772 機功釦民入

掃勤勉民入 85, 772 

経 常 収入計 85, 772 

伎出）

科 目

現計予算

大 中

24 
事務費克封 瀞もFロ費

24 

85, 748 

樽功金支出 機功金完封
85, 748 

補助金支出 85, 748 

経 常 支出計 85, 772 

※ 変更部分のみ掲載

補正予算

1,197 

1, 197 

1,197 

1,197 

補正予算

23 

23 

l, 174 

1, 174 

1,174 

1,197 

（単位：千円）

収入合計 補正内訳

86,969 

86,969 討会福祉事業基金運用益事業の追力時喋
（第2回を実指することによる増額

86,969 (1, 197千円）

86,969 

（単位：千円）

支出合計 補正内駅

47 

47 佐会融t事業基金運用益事業の迫力時喋
（第2回を実臆することによる増額

86,922 (1，おl千円 内、事務費幻千円）

86,922 

86,922 

86,969 

本証は原本と相違ないことを証明する

平成25年9月20日

延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

絵福祉法人延岡市社鋪祉能 川示品

会長柳田料援受入会
i 九~＊ ？：＼－~ご巾由

民会遡ftirJ



平成25年度延岡市社会福祉事業基金運用益事業（第2回申積）

No. 事業名 事業主体

「命を支えるネットワークJ11 
フォーラム開催事業

地織ネットワークさっき会
〔代表：松本血美子

（単位：円）

200,000 160 000 

自主財源 事案内容 事業費内訳

報償金費 60,000 
旅費交通貨 10,000
消耗品費 37,625（施股内花代、用紙等）
印刷製本費 30,00αチラシポスター）
燃料費 5,000 
光然水費 9,975 
通信費 5,000 
広告費 20,00α新聞広告等）

保険料 5,600 
使用料 16.800（カルチャープラザ）

計 200,000

E北川地区社会福祉協機会
北川地区福祉推進活動鉱大｜

｜〔代表：小野正勝 I 156,025 I 140,000 
事業 ｜ 

E北川町川内名7250〕

延岡市の在宅医療やケア体制、ネット
ワークの構築に向けたフォーラムを開
催する事業。先進地である宮崎市にお
ける在宅診療の取り組みゃr宮崎キュ

40.0001アネットワークJの活動について学ぶ。
講師：牛谷線秀

（クリニックうしたに理事長）
榎本雄介（大貫診療所院長）

平成24年度に策定した北川地犠福祉 I: 
ー｜消耗品費 25,000(資料用紙、インク

活動計画を住民全般に周知するためr::I I 賞状代等）
，地織福祉推進チームやサロン、高齢者｜

16,0251 ｜保険料 15,000 
1クラブを対象に研修会を行うとともに広｜｜使用料 3,425 
報紙等を作成し、地織住民へのPR活動ll備品鴎入普 112.60αパソコン、デジカメ等）
を行うなどのフォローアップ事案。 I 

E 針 156,025

31亀井の丘夢づくり事業
会のω雄

づ
微
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340,000 I 300.000 

l報償金費 50,000 
川中地区の亀井の丘一帯の花壇や遊｜

｜消耗品費 87,000（ほうき、インク
歩道の盤備を行い、地織住民の交流の｜I . 花壇用ブロック等）
場とし、そこで市民、子ども、高齢者向｜

｜印刷製本費 10,00α樹木等写真プリント）
けに銃み聞かせ・紙芝居を行い亀井の｜

40,0001 ｜燃料費 3,000 
丘を歴史と文化の香り豊かな地域にす｜｜賃借料 30,000 
る事業である。また、丘に自生している｜

｜備品購入費 160,000（刈払慢3台、巨木標
巨樹や巨木の調査、保存、記録等に取｜

I 隙脹10&)
り組む。 I 

計 340,000 

E長浜団地ひまわり会
公園の美化活動を通しての｜

｜〔代表：田中昌宏
地区住民交流促進事業 I 

66,7001 60,000 

地減住民と一緒に公園の花づくりを行 t
｜消耗品費 51,038（鉢、プランタ一、用紙

い、公園の美化活動に取り組むことに｜
より、一人暮らし高齢者や高齢者世帯｜ インク等）

6,7001 、｜燃料費 3,885 
閉じこもりがちな住民へ鉢纏えをプレゼ｜

り｜保険料 3,800 
ントし、見守り声かけ活動を行いなが ｜ 

. I:) I備品瞭入費 7.977（ハウスキャリー）
地爆の幹づくりを図っていく事案。 ｜ ι ’E十 66700 



平成25年度延岡市社会福祉事業基金運用益事業（第2回申精）

No. 事業名

51地縁の食材を使って食育の
E蛤を広げる事業

61わらベ唄ふれあい事業

事業主体

わらべ唄の会
〔代表：白羽根裕子

延岡駅前での高齢者の居場｜幸町商店街振興組合
71所づくりとご長寿健康サポー｜〔代表：内田憲児
ト事業 ｜幸町2丁目130番地〕

事務費

186,0001 149,000 

285,0001 105,000 

293,6301 260,000 

23,500 I 23,500 

自主財源

（単位：円）

事案内容 事業費肉訳

1報償費 10,000 
親子・地織住民が地元で収穫した旬の｜l消耗品費 139,700(ポスター紙、絵の具
食材を使い、一緒に調理することにより！I 開理材料一式）
食育の大切さや感謝の心を学ぶととも｜

｜広告費 10,500（夕刊デイリー）
37,0001に、普ながらの杵と臼を使った餅つきを｜

｜使用料 6,000 （公民館2日分）
行うなど、食で繋がる地繊づくり活動を｜

｜備品購入費 19,800（まな板、カセットコン
続けていく事業。 ｜ ． ロ等）

針 186,000

児童福祉施段・小学校・高齢者施段を｜報償費 120,000（指導者、伴奏者）
訪問し、普から歌い継がれてきた「わら｜交通費 20,000（訪問先7回）
ペ唄Jを幼児・小学生・高齢者と一緒に｜消耗品 20,525（紙風船、シャボン玉
，コー弓スをしたり購入したハンドペルで i 集筒代、コピー代等）

180,0001演奏することにより高齢者に生きる力 ｜使用料 20,000（社教センター10回）
や幸を感じてもらえるとともに次世代を｜備品購入費104,475（ハンドペル、ハーそ
担う子供たちに「わらベ唄』を伝承して｜ ニカ等）
いく事業。 I 計 285,000 

報償費 84,000(フットケア5回
高齢化が進み、地繊コミュニティが希薄｜ 盤体2回、襲剤師1回）
化している延岡駅前エリアにおいて高 ｜消耗品費 10,500（ガムテープ、インク）
齢者が利用する宮崎交通パスセンター｜印刷製本費 52,500（告知ポスター）

33,6301の近くの空き店舗で、 9月から4か月問、｜光熱水費 10,000(4ヶ月分）
フットケアや健康に関する相践を行い l広告費 52,50α夕刊デイリー4回）
高齢者の態いの場を提供することによ｜賃借料 52,500（空き店舗家賃）
り地繊コミュニティ形成を図る事案。 ｜備品鴎入費 31.630（カフヱ備品回入脅第｝

針 293,630

事務費
（基金事業費の2%)

合計 1,550,855 I 1, 197 ,500 I 353,355 
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起 案 日 25年4月2日 決 裁 日 必年メ月ミ 日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案

健康福祉部長 副市長 市 長
責任者
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副主幹兼 課長補佐兼 意見
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色
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広報のべおかへの掲載 否 ホームページへの掲載 否

件名 ： 平成 25年度延岡市社会福祉協議会運営補助事業等ク予算執行について

標記の件につきまして、（福）延岡市社会福祉協議会（会長：柳田 泰宏）から
「延岡市社会福祉協議会運営補助事業」並びに「延岡市社会福祉センター運営補

助事業」に係る補助金の交付申請がありましたので、当該補助金の予算を執行しま

す。

＜裏面に続く＞
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記

! .予算額
O社会福祉協議会運営補助事業 ~ ~. ~ －~ ~ !: 9. g 0円
民生費：社会福祉費：社会福祉総務費：民間社会福祉団体助成事業：社会福祉協議会

運営補助事業：負担金、補助及び交付金：市社会福祉協議会運営補助金，－－－－－ア－－－－．．．．．．．．．．．．．．．

0社会穏祉センター運営補助事業 '!..: ? ~ 2: .~ ~. 0円
民生費：社会福祉費：社会福祉総務費：民間社会福祉団体助成事業：社会福祉センター

運営補助事業：負担金、補助及び交付金：市社会福祉センター運営補助金
／ 

2.補助金内訳及び支払計画

別紙のとおり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



平成25年4月 1日

補助金等交付申請書

延岡市長 首 藤 正 治 様

記

1 補助金等交付申請額 85, 771, 948う

社会福祉協議会運営補助事業

／ 

2 事業の名称

3 事業の目的及び内容 別紙予算書のとおり

4 事業の時期又は完了予定日 自平成25年4月 1日

至平成26年3月 31日

5 事業に要する経費 別紙予算書のとおり

備考 事業計画書、資金計画書その他必要な書類を添付すること。
＼ 

25 4 ~2 
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延高齢第 号

補助 指令書的

住所延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4
社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

氏名会長柳田 泰宏様

平成25年4月 1日付をもって申請のあった社会福祉協議会運営補助事業について、

次のとおり補助することを決定したので、通知します。

平成25年4月2日

延岡市長首藤正治 印

記

1 交付決定額 85, 771, 948円／

2 条件

イ この補助金等は当該事業に充当し、他に流用してはならない。

ロ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ハ この補助金等の使途、その他について適当でないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

ニ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

イ 平成26年4月20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

ロ この決定に異議がある場合は平成25年4月 15日までに申請の取下げができます。



平成25年4月 1日

補 助 金等交付申請書

延岡市 長 首 藤 正 治 様

住

氏

記

1 補助金等交付申請額 7, 630, 00 0円

2 事業の名称 社会福祉センター運営補助事業

3 事業の目的及び内容 別紙予算書のとおり

4 事業の時期又は完了予定日 自平成25年4月 1日

至平成26年 3月 31日

5 事業に要する経費 別紙予算書のとおり

備考事業計画書、資金計画書その他必要な書類を添付すること。



延高齢第 号

補助指令書（脅し）

住所延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4
延岡市社会福祉協議会

氏名会長柳田 泰宏様

平成25年4月1日付をもって申請のあった社会福祉センター運営補助事業について、

次のとおり補助することを決定したので、通知します。

平成25年4月2日

延岡市長首藤正治 印

記

1 交付決定額

2 条件

7, 630, 00 0円／

イ この補助金等は当該事業に充当し、他に流用してはならない。

ロ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ハ この補助金等の使途、その他について適当で、ないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

ニ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

イ 平成26年4月20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

ロ この決定に異議がある場合は平成25年4月15日までに申請の取下げができます。



補助金内訳

O人件費補助

本所一括取り扱い，

0事業内容

3－① 社会福祉大会 ／ 

4－① 関係団体助成事業（運営）／

4ー② 関係団体助成事業（活動）〆

5一① ふれあい福祉相談事業／

5－② 地区社協支援事業 ／ 

6－① ボランティアセンター運営事業

6ー④ ボランティア育成研修事業／

北浦6一④ ボランティア育成研修事業

社会福祉事業基金運用益事業／

合計

0福祉センター管理運営

延岡市社会福祉センター／

6, 561, 3481 ゑ＂－~事 IUJ:＇絡事常窪長系

583,000 

総誠監l~v:·‘ ~t~

1,040,00 

ふ怖いηきちづ、ぐ月末

川乞ン？〆

北方支所、北川支所は別途契約
1, 630, OOOJ北浦支所はなし



社会福祉協議会運営補助金明細平成25年度

~it車ι
犬今と

~f.、町み

民尋叉
慢乏）

f樹、風~弘

氏争ゑ

ゅの

帰綱耕、

陣織磁手京
l~－＇lそ書訴
す官民側今

争末

人件費補助 76,561,348〆

職員 18人分× 80% 73.473,886 
嘱託 1人分× 100% 3,087,462 

福祉団体等補助金 9,210,60ct’ 

延岡市社会福祉大会 545,000 I 

宮崎県社会福祉大会 38,000 
延岡市しようがい者大輪の会 60,000 
宮崎県原爆被爆者の会延岡支部 40,000 
認可外保育所運営補助 880 000 
認可外保育所運営補助（事務費） 60 000 
北方地区身体障害者福祉会 60,000 
離島等介護サービス緊急対応事業 100,000' 
恒富幼稚園・恒富小通級指導教室保護者の会 30,000 
手をつなぐ会延岡支部 40,000 
延岡市肢体不自由児父母の会 40,000 
延岡支障害者団体連絡協議会（スポーツ大会参加補助） 40,000 
延岡市聴覚障がい者協会 60,000 
延岡市母子寡婦福祉連絡協議会 150,000 
手話サークル「わかあゆJ 30,000 
延岡ひかりの会 30,000 
宮崎県県北地区里親会 20,000 
福祉ふれあいスポーツ祭実行委員会（北方地区福祉運動会） 200,000 
延岡市戦没者遺族会 100,000 
北方地区戦没者遺族会 50,000 
北浦地区戦没者遺族会 100,000 
北川地区戦没者遺族会 100,000 
北方地区中国殉難者奉賛会（慰霊祭） 50 000) 
高齢者等福祉相談事業 2,364,000 ~ 
地区社協活動推進助成 1,980,000 ~ 
ボランティアセンター活動助成 950,000 ~ 
ボランティア育成事業 300,000 
延岡市社会福祉事業基金運用益事業主別紙也知 793,600 

iロ~ 計 85, 771,948 
／ 
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社会福祉センター運営補助金

,oooJノ｜社会福祉センター運営補助金8 

則 01,9481補助金合計｜



平成25年度延岡市社会福祉事業基金運用益事業（第1回申筒）

（単位：円）

No. 事業名 事業主体 総事業費 基金事業費 自主財源 事業内容 事業費内訳

災害に強いまちづくりを推進するために、 報償費 20,000 

1延岡市災害ボランティア活動 延岡市社会福祉協議会
基礎編・実践編の檎座を実施する。実践編 消耗品費 495,000 

603,000 500,000 103,000 まで受精された方に受務鉦を発行し、のぽ （受精在、織旗、ベスト等）
事業 〔三ツ瀬町1丁目12-4〕

プり旗役とをペ担スうトを配布し、災害時の様々なパイ 通信普 aa.ooo 
人材を育成する。 計 603,000 

消耗品費
地減でのサロン活動を定着させることを （用紙・インク代等）15,000 

目的とし、住民と高齢者が交流を持てる場 通信費（切手・電信代） 5,000 
ふれあい・いきいきサロン支 延岡市社会福祉協議会

300,000 270,000 30,000 
を作ることで、虚弱高齢者や1人暮らし高齢 図書購入費 40,000 

2媛事業 〔三ツ瀬町1丁目12-4〕 者の閉じこもりを防止する。また、仲間づく （レクレーション関係の本）
り、生きがいづくり、地域づくりを目指し、住 助成金
み慣れた地績での生活を支援する。 {8サロン活動費｝ 240.000 

計 300,000 

事務費 23,600 23,600 事務費（基金事業費の2%)

合計 926,600 793,600 133,000 



平成25年度補助金内訳および支払計画

内 廿同』 補助額 4月支給額 7月支給額 1 0月支給額

社会福祉協議会運営補助事業 85, 771. 948 ../ 32 971 018 14.400,254 24 000 423 

社会福祉センター運営補助事業 7 630 000 ./ 1 907 500 I. 907, 500 1 907 500 

計 93 401 948 34 878 518 16,307, 754 25,907.923 

（社会福祉協議会運営補助事業の各月支払額算出基礎）

4月……76,561. 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数）×4.95月＋9,210, 600円（福祉補助金ほか）=32, 971. 018円

7月……76,561. 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数）×3月＝14, 400, 254円

10月……76,561. 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数） x5月＝24, 000, 423円

1月……85,771. 948円（補助額合計）一（32,971. 018円＋14, 400, 254円＋24.000, 423円） = 14. 400, 253円

（単位：円）

1月支給額

14,400,253 

I. 907, 500 

16.307. 753 
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I 25 I支出負担行為変更書（
｜伝票番号Ioo附

年度 251会計101 一般会計 所属 120附高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 媒 長 部次長 部 長 財政課長 陰計管理者
決
部署

／ ／ ／ ／ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 裁

＠ i合 者

哩量止
， 

予算区分。現年度予算 起 票 日 25年 9月 30日

款 03 民生費 ※決裁日 必』年内3o日
項 01 社会福祉費

契約方法 5なし
目 01 社会福祉総務費

細目 002民聞社会福祉団体助成事業

細々目 01 社会福祉協議会運営補助事業 予算配当額 89 987 000円
節 19 負担金、補助及び交付金

負担行為済額 86 969 448円
細節 51 市社会福祉協議会運営補助金／

配当残額 3 017 552円

500}  ｜金 額｜ ¥1 1 9 7 

変更前額 8玩771,948円｜変更後額｜ 86, 969, 448 JV ， 

件
摘 要延岡市社会福祉協議会運営補助ア

名 納品場所

等

相住所手方
住 所 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

氏 名 （福）延岡市社会福祉協議ケ． 
名氏

延岡市補助金等の交付に関する規則第 12条により概算払いとする。
...- - - - ー・ ー一 一ー ーーーーーーーー ーーーー一ーーー ーーーー一ーーーーー一－一ーー・ー一 一－ ーーーーーー

トーー一一ーーーー・咽ー一－－－－－－－－－－－ー－－－－－ーーーーー一ーーーー一ーーーーーー一一－－－－－

備
回・・ ・ーー ーー且 圃圃圃圃且 ・・・・・ ーーー - a・ーー ・ーー ーー・ ・・・・・ ・ーー ーー・ ・ーー ーーー ・ー・・ ・・・・・ 4・・M・p ・・・・・ ・・・・・ 4・・ー ーー・ ・園田司P ．．．． ， ーー・ ・ー－－ －－－－ ーーー ー園田島 ・ーー －－－－ ーー・ ーー・ ーー， ．．．．． ．．．．． 4・ー－ ---- ----

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
考

回・ー ーー・ ・ーー ーー－ －－－－ －－－ －－－－ －－－－ －ーー・ ー－－－ ーー・ ・圃圃圃・ ーー－ －－－－ －ーー ・圃圃圃・ 4・－ - ーー・ ・ーー ーー－ －－－－ －ーー - - - - ーーー ーー・ ・ーー －－－ －－－ ーーー ーー・ ーー・ ・ーー ーー， ーー－ －－－ －－－－ －－－－ －－－ －－－－ ーーー ーー・

t- - ーー－－－－ －－－－ －－ ーー －－ －－ ーー ー，ーー ー一 ーーー・ーーーー胆ーーー－－ーー一ー－－ ーー一－－－－－一’一－－－ －－－－－－－－ －－一ーーーーー ーーーーーーーーー皿・

2 5 I一般

般）



延高齢第64 1号

補助指令書（変更）／

住所延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4 ／ 

社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

氏名 会長柳田泰宏 様

平成25年9月 20日付をもって変更承認申請のあった社会福祉協議会運営補助事業／

について、次のとおり補助することを決定したので、通知します。 , 

記

1 変更後の交付決定額

変更前の交付決定額

86, 969, 448円／

85・77 1・948円／

2 条件

イ この補助金等は当該事業に充当し、他に流用してはならない。

ロ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ハ この補助金等の使途、その他について適当でないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

ニ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

イ 平成26年4月20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

ロ この決定に異議がある場合は平成25年 10月8日までに申請の取下げができます。



平成25年度補助金内訳および支払計画代幻え）

内 廿H 』 補助額 4月支給額 7月支給額 1 0月支給額

社会福祉協議会運営補助事業 86,969 448 32, 971. 018 14,400,254 25, 197,923 

社会福祉センター運営補助事業 7,630,000 1. 907, 500 1,907 500 I. 907, 500 

計 94,599 448 34 878 518 16,307, 754 27, 105, 423 

（社会福祉協議会運営補助事業の各月支払額算出基礎）

4月……76,561, 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数）×4.95月＋9,210, 600円（福祉補助金ほか）ニ32,971,018円

7月……76,561,348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数）×3月＝14. 400, 254円

10月……76,561, 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数） x5月＋I,197, 500円（基金運用益事業） =25, 197, 923円

1月……85,771, 948円（補助額合計）一（32,971, 018円＋14, 400, 254円＋24, 000, 423円） = 14, 400, 253円

ゐメ~

（単位：円）

1月支給額

，，， 14,400,253 

I. 907, 500 

16,307, 753 
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01251支出負担行為主
．伝票番号｜釧388一000

年度 2引会計I01 一般会計／ 所属 200500高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 課 長 部孜長 部 長 財政課長 陰計管理者
決
n 金

／ ／ ⑧ ⑧ ③ 実S ＊ ＊ 裁

⑧ ぷロ』 者

陣輔
， 

.... -

予算区分。現年度予算 起 票 日 25年 4月 2日

款 03 民生費 ※決裁日 。ょ年戸月ミ 日／
項 01 社会福祉費

契約方法 5なし
目 01 社会福祉総務費

細目 002民聞社会福祉団体助成事業

細々目 01 社会福祉協絡会運営補助事業 予算配当額 89,987 000円
節 19 負担金、補助及び交付金

負担行為済額 85, 771, 948円
細節 51 市社会福祉協議会運営補助V

配当残額 4 215 052円

9 4 8/1 i金 額｜ ¥85 7 7 , 

※支出方法 完工払 ・ 前金払 ・ 出来高払 回・毎月払・ その他（願~f久）
摘 要延岡市社会福祉協議会運営補助金／

件

名 納品場所

等

相手住所方
住 所 延岡市三浦町1丁目 12番地4/

氏 名 （福）延岡市社会福祉協議会． 
名氏

延岡市有助会宇？手付F国？予定見l字！？手守今り概算払いとする。ど

」 Jl札3 ま~＼）＿ ~＆！J色~E＿信ロ均一一一一
備

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一

ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一
考

』ー－ ---－一一ー一ーー・ーーー・ー一ーーーー

」．一－－－－－ーーーーー－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーー一－－－ーーーー一ーーーーー圃ーー一ーーーーーーーーーーーーー・ーーーーー一ーー一・ーーーーーーーーー・

2 5 I一般
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延高齢第58号

補助指令書

住所延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4 ／ 
社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

氏名会長柳田 泰宏様

／ 
平成25年4月 1日付をもって申請のあった社会福祉協議会運営補助事業について、

次のとおり補助することを決定したので、通知します。

平成25年4月2日
／ 

延 岡市 長首 藤正

記

1 交付決定額

2 条件

9 4 s;; 85, 771, 

イ この補助金等は当該事業に充当し、他に流用してはならない。

ロ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ハ この補助金等の使途、その他について適当でないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

ニ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

イ 平成26年 4月20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

ロ この決定に異議がある場合は平成25年4月 15日までに申請の取下げができます。



分割支払内訳書

月／回 支出金額 支払日 月／回 支出金額 支払日

一ー

／支払ト
4月／1回 治、？？いち｛ { 25. 4. ! ·~ ) 

〆＼ミ備手タ
一一

／支払議＼

7月／2回 Ir, ~o，う
~ 25. 7‘1 g ) 

内野祉課
『『司圃圃．圃．固’

10月／3回 話、／？？、r<.3ν

1月／4回

言十



平成25年度 補助金内訳および支払計画

内 乍Hヨ』・ 補助額 4月支給額 7月支給額 1 0月支給額

社会福祉協議会運営補助事業 85, 771. 948 ./ 32, 971. 018 14,400,254 24,000,423 
．唱E・・．l 

社会福祉センター運営補助事業 7 630 000 j 1. 907, 500 I 907 500 1,907 500 

計 93,401,948 34,878,518 16,307 754 25,907.923 

（社会福祉協議会運営補助事業の各月支払額算出基礎）

4月……76,561. 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数） x 4. 95月＋9.210, 600円（福祉補助金ほか）=32, 971. 018円

7月……76,561. 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数） x3月＝14, 400, 254円

10月……76,561. 348円（人件費）÷15.95月（給料等の年間支給月数） x5月＝24, 000, 423円

1月……85,771,948円（補助額合計）一（32,971. 018円＋14. 400, 254円＋24, 000, 423円） = 14. 400, 253円

、~

＼＼  

（単位：円）

1月支給額

14.400,253 

1. 907, 500 

16.307, 753 
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耕平度

I 25 I支出負担行為主

• ， 

ギ粟番号10001389ー00 

年度｜例会計I 01 一般会計 ／ 200500高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 課 長 部次長 部 長， 財政課長 会計管理者
決

量~ 量量

⑧ ③ ⑧ ~’~~司＇~）.ι 、／ ／ ＊ ＊ 裁 ⑤ 
者l合 I' 

,/ 

瞳鎗

予算区分。現年度予算 起 票 日 25年 4月 2日

款 03 民生費 ※決裁日 ~」年ア月ミ日 J
項 01 社会福祉費

契約方法 5なし ／ 
目 01 社会福祉総務費

細目 002民間社会福祉団体助成事業

細々目 03 社会福祉センター運営補助事業 予算配当額 7 630 000円

節 19 負担金、補助及び交付金
負担行為務額 7 630 000円

細節 51 市社会福祉センター運営補助γ
配当残額 O円

｜金 額｜ ¥7 6 3 0, 

※支出方法 完工払・前金払・ 出来高払 回 ・毎 月払 ． その他（麻路仏）

件
摘 要延岡市社会福祉セント運営舗助う

名 納品場所

等

相手方住所
住 所 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

氏 名 （福）延岡市社会福祉協議会／． 
名氏

延岡市補助金等の交付に関する規則第 12条により概算払いとする。

_ fu~'ftoえ注~it\忠.IJi~ t吉一一一
備

同，ーーーーーー一－－－ーーーー一・ ーーーーーー ーーーー

』ーーーー一ー，ー・ーー

考
同ーーー ー－ F『 ー－－－ ーー ーー一－ 一ー ーー

ドー -- - - - - - -ーー ーー ー・ ーー

2 5 I一般



、， ／ ， 

延高齢第59号

補助指令書

住所延岡 市 三 ツ 瀬 町 1丁目 12 番地 4~
延岡市社会福祉協議会 ／ 

氏名会長柳田 泰宏様

／／ 

平成25年4月 1日付をもって申請のあった社会福祉センター運営補助事業について、

次のとおり補助することを決定したので、通知します。

記

1 交付決定額 7 6 3 0 OOOFJ/ 

2 条件

イ この補助金等は当該事業に充当し、他に流用してはならない。

ロ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ハ この補助金等の使途、その他について適当でないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

ニ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

イ 平成26年4月20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

ロ この決定に異議がある場合は平成25年4月 15日までに申請の取下げができます。



司f

分 割支払内訳書

月／回 支出金額 支払日 月／回 支出金額 支払日

J ハ

4月／1回 1 907 500 
・25.4. ~ i 

語検格注実
／ 

一

7月／2回 1,907,50ケ 議D
『司・＿....

10月／3回 1,907,500 / 

1月／4回 1 907 500 

計 7 630 000 



｜課室名 高齢福祉課

起 案 日 H25年 4月 30日 決 裁 日 よぎ年 C月 & 日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案

健康福祉部長 副市長 市 長
責任者
高齢福祉

⑧ 
課 長

⑧ （寄 f参⑧ 
副主幹兼 課長補佐兼介 意見 ／ 

総務係長 護認定係長

⑧ ⑧ 
予算担当

lロ~ 議 者

⑧ 財政課長

⑨J 

意見

（陵⑧
広報のペおかへの掲載 要 －⑤ ホームページへの掲載 要 ＠ 

件名 ：平成 25年度地域福祉推進チーム支援事業補助金の予算執行について
－－－－－－－－〆－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

標記の件につきまして、社会福祉法人延岡市社会福祉協議会から別紙の通り補助金
の交付申請がありましたので、補助金の予算を執行します。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

＜裏面に続く＞



記

1 事業名 地域福祉推進チーム

※地域福祉推進チームは、市内で一人暮らしの方が死亡し 2～

3日後に発見されるという事が続いたことから、行政（福祉事
務所）、延岡市社会福祉協議会、民生委員、区長等の協議によ

って平成2年に発足したものです。「見守り j 「声かけJを基本

的な活動内容とし、平成 25年 3月 31日現在 23 2チーム、

~＇ 3 ?. ~，が活動しています。
…・・・・・・・・・・・・・

2 交付予定額 1 2' 3 5 0千円

3予 算！ ~！ ? ~ ~千円
款：地域支援事業費項：介護予防事業費 目：一次予防事業費

節：補助金

4 1添付資料 ①補助金等交付申請書

②平成？.~ 年度地域福祉推進チーム活動計画
③平成 25年度地域福祉推進チーム支援事業予算書



平成25年4月グ日

／ 

補 助 金等交付申請書

延岡市長首藤正治様

住所：延岡市三ツ瀬 1丁目 12 番地 ~s，ーーγ京本t
氏 名 ： 社 会 福 祉 法 人 延 岡 市 社 会 福 横 繍鼓刻

会 長 柳田泰宏 3盤会・：f.~1

句会毛細レ

次の事業について補助金等の交付を受けたいので、延岡市補助金等の交付に関す

る規則の規定により申請いたします。

／ 

記

1 補助金等交付申請額 12, 350, 00 0円シ

2 事業の名称 地域福祉推進チーム支援事業ン

寝たきりや一人暮らしの高齢者世帯への

声かけ・見守り活動等〆

3 事業の目的及び内容

4 事業の時期又は完了予定日 平成25年4月 1日～

平成26年 3月 31日F

5 事業に要する経費 12, 350, 00 O円



平成 25年度地域福祉推進チーム支援事業予算書

1 .収入

（単位 ： 円）

科 目 前年度決算額 本年度予算額 説 明

市補助金収入 11,790,385 12,350,000 242チーム

／ 

ムロ 計 11,790,385 12,350,000 

〆

2.支出

科 目 前年度決算額 本年度予算額 説 明

活動助成金 10,825,200 11,184,000 242チーム

保険料 887,880 1,016,000 ホ守ランティア保険料

賃借料 10,960 15,000 文化センター使用料

講師謝金 。 30,000 代表者会講師謝金

通信運搬費 42,345 53,000 切手、メール便

消耗品費 24,000 50,000 コピー用紙・インク代

雑 費 。 2,000 代表者会講師お茶代等
i口b、 計 11,790,385 12,350,000 I/ 

--,. 

／ 



平成25年度地域福祉推進チーム活動計画

活動内容 備考

4月 0高齢者世帯や不安世帯等の「見守り』『声かけ』支援等 ， 

5月
0代表者会 ． 

0高齢者世帯や不安世帯等の『見守り』『声かけ』支援等

6月 0高齢者世帯や不安世帯等の「見守り』『声かけ』支援等
I 

7月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守りJ『声かけj支援等
~ 

8月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守り』『声かけ』支援等

／ 

9月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守り』「声かけ』支援等

10月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守り」『声かけ』支援等 ， 

11月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守りJ『声かけ』支援等
〆

12月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守り』『声かけ』支援等
， 

1月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守り』『声かけ」支援等
，， 

2月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守りJ『声かけj支援等

3月 0高齢者世帯や不安世帯等の『見守りJ『声かけ』支援等



延高齢第 12 9号

補助指令書

住所延岡市 三 ツ 瀬 町1丁目 12番地4

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

氏名会 長 柳田泰宏様

平成25年 4月 19日付をもって申請のあった地域福祉推進チーム支援事業について、

次のとおり補助することを決定したので、通知します。

平成25年5月 8日

延岡市長首藤正治 印

記

1 交付決定額

2 条件

ア この補助金等は当該事業に充当し、他に流用しではならない。

12, 350, 00 0円

イ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ウ この補助金等の使途、その他について適当でないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

エ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

ア 平成26年4月 20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

イ この決定に異議がある場合は平成25年 5月20日までに申請の取下げができます。
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新年度

I 25 I支出負担行為主

圃，

ー

（一般）伺無争点号I0004357 -ooo 
年度 2f1会計I og介護保険特別会ザ 所属1200500高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 課 長 部次長 部 長 財政課長 会計管理者
決

画 昼

e雲⑧ ⑧ ⑧ ／ ／ ＊ ＊ 裁 ⑧ ｜合 者

ーーーー

予算区分。現年度予算 起票日 25年 5月 8日

款 03 地減支援事業費 ※決裁日 キ~~ ~'A <S1日

01 介護予防事業費
， 

項
契約方法 5なし

d〆

目 01 一次予防事業費

細目 002地域介護予防活動支援事業

細々目 06 地域福祉推進チーム支援事業 予 算 配 当 額 12 580 000丹

節 19 負担金、補助及び交付金，
負担行為済額 12 350 000円

細節 51 糊福祉推進チーム支援補γ
配当残額 230 000円

額｜ ' ¥ 1 2, 3 5 0, 
フ

※支出方法 完工払 ・前金払 出来高払 回 毎月払 ． 
仇何可申へ）

件
摘 要地域福祉推進戸支媛事業補予

名 納品場所

等

相主住所
債権者コード 0000000341 

住 所 延岡市三浦町市 12番地ン

氏 名 （福）延岡市社会福祉協議会〆

名氏

延岡市補助金等の交付に関する規則第 12条により概算払いとする。

_rlf~~通J悩むたむ－払主主－一一一一一一一一
備

一 講一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一

考

一一一一一ーへお齢務益課y－ 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一

2 5 I介護
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延 高 齢 第 12 9号

補助指令書

住所延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会／

氏名会長 柳田泰宏様 ’ 

平成25年4月 19日付をもって申請のあった地域福祉推進チーム支援事業について、

次のとおり補助することを決定したので、通知します。 ／／ 

平成25年 5月 s ；~r ｜悶随県
l担問問

延岡市長首藤正 r~震ω竪

「巳＝＝日

1 交付決定額 12, 350, 00 0円

2 条件
／ 

ア この補助金等は当該事業に充当し、他に流用してはならない。

イ この補助金等は平成25年度内に交付する。

ウ この補助金等の使途、その他について適当でないと認めたときは決定を取消し又は

補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

エ 市長において必要と認めるときは関係事項につき報告を命じ、もしくは関係書類の

監査をすることがある。

3 指示事項

ア 平成26年4月20日までに事業報告書並びに収支計算書を提出すること。

イ この決定に異議がある場合は平成25年5月 20日までに申請の取下げができます。



~ 

..,,I 

｜課室名 高齢福祉課

起案 日 {1-Y-.f年ヲ月寸日 決裁 日 d年 δ月 。日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案 健康福祉

責任 者 部長

高齢福祉

⑧ 課号香 R 
Tel tヲltOt 〆

予算担当 議私佐 意見

⑧ ⑧ 
iロ~ 議 者

経営政策 契約管理
財政課長

課長 課長

⑧ ⑮ ⑧ 
4 

意見
， 

ω③ ⑧⑧ ⑧ 
広報のべおかへの掲載 要 ⑦ ホームページへの掲載 要 －⑤ 

件名：平成 25年度延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンターの管理運営に関す

．．．．．．．豆竺厚捧定~~~－~ござ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＇－イ．．．．．．．．

標記の件につきまして、下記のとおり年度協定の準備を行います。

記

1 指定管理者 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

2 年度指定期間 平成25年4月1日～平成26年3月31日
（基本協定の期間：平成 21年4月 1日～平成 26年 3月 31日）裏面に続く



・4
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

3 平成 25年度指定管理料 3,933,00 0円／
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．

~ 予算費目 .?. ~ ~民生費 ?. ~ ~社会福祉費 ?. ~ ~ ~生きがい対策事業
1 6 ~恒富地区高齢者コミュニティセンター管理事業

~ ~ ~.委託料 .~ ~ ~指定管理料〆 ・・・．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

、吐、

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

I. ． 



ー

延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター 年度協定書（安）

延岡市（以下「委任者Jという。）と祖会福祉法川正岡市担会福祉協議会（以下f受任者Jとし、う。）と

は、延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター（以下「センターJという。）の管理運営について締

結した延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター基本協定（以下「基本協定jという。）に基づき、当

該事業年度における協定（以下「年度協定Jという。）を締給する。

（年度協定の目的）

第1条年度協定は、センターの管理運営業務（以下「管理運営業務Jという。）の各年度の業務内容及

び管理運営業務の実施に伴い支払われる対価（以下「指定管理料Jという。）を定める事を目的とす

る。

（平成25年度の管理運営業務）

第2条受任者は、委任者と受任者との間で平成21年4月1日に締結した基本協定に基づきセンタ

ーの管理軍営を行うものとする。

（年度協定の期間）

第3条 この年度協定の期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（指定管理料の支払）

第 4条 委任者は、受任者に管理運営業務に係る指定管理料として、

金3, 933, 00 0円（消費税撤紛を対ムうものとする。ただし、年度協定期間終了後、収

支精算額が指定管理料を下回った場合は、その精算額をもって指定管理料とする。

2 前項の指定管理料は、 4月、 7月、 10月、 1月の4回に分けて、受任者の請求に基づき支払う

ものとする。

3 受任者は、委任者に対し、請求書を4月、 7月、 10月、 1月のそれぞれ10日までに提出し、

委任者は、受任者に対し、請求書を受理した日の属する月の25日までに指定管理料を苅ムうもの

とする。

（疑義等の決定）

第5条 この年度協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの年度協定に定めのない事項

については、委任者及ひ受任者が協議の上定めるものとする。

この年度協定の締結を証するため、本書を2通作成し、委任者及ひ受任者が記名押印の上、各自 1

通を保有する。

平成25年4月1日

委任者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受任者 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

祖会話詩止法人延岡市右会福祉協議会

会長柳田泰宏



延岡市（以下「甲Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「乙Jとい

う。）とは、延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター（以下「センタ－Jという。）

の管理運営について以下のとおり基本協定（以下「協定」という。）を締結する。

（目的）

第 1条 協定は、甲乙が相互に協力し、センターの管理運営を円滑に実施するために

必要な基本事項を定める事を目的とする。

（管理の基準）

第2条 乙は協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年度協

定Jという。）、延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例（平成 12年条例第 48号。）

並びに関係法令等のほか、延岡市恒宮地区高齢者コミュニティセンタ一指定管理者

募集要項、延岡市恒宮地区高齢者コミュニティセンタ一指定管理者仕様書及び甲の

指示に従い、業務を実施しなければならない。

（協定期間）
／ 

第3条 協定による協定期間は、平成 21年 4月 1日から平成 26年 3月31日まで

とする。

（個人情報の保護等）

第4条 乙は、個人情報の取扱いに際しては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し

なければならない。

2 前項の個人情報の保護については、協定終了後も遵守するものとする。

（事業報告書の作成及び提出）

第 5条 乙は、毎年度終了後 20日以内に収支決算書及び事業実績報告書を甲に提出

しなければならない。

2 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らか

にしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならな

し、。

3 乙は、事業の実施に当たり、事故が生じたときは、乙の貨に帰すべき理由による

と否とを間わず、遅滞なく甲にその状況を報告しなければならない。

（業務実施状況の調査）

第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙による業務実施状況を確認することを

目的として、センターに随時に立ち入り、業務実施状況の調査をおこない、文は乙

に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。

2 乙は、前項の業務実施状況の調査を拒み、妨げ、文は報告もしくは資料の提出を

怠ってはならない。



3 甲は、第 1項による調査の結果、乙による業務実施が、第 2条に定める管理の基

準を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。

4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければなら

ない。

（指定の取消し等）

第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指

定を取り消し、又は業務の全部文は一部を停止させ、支払った経費の全部文は一部

の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) 前 2号の他、乙がセンターの指定管理者として業務を継続することが適当でな

いと認められるとき。

2 乙が、この協定を協定期間内に解除しようとするときは、その 3箇月前までに甲

の承認を得なければならない。

3 甲は、第 1項に定める場合のほか、必要があるときは、業務の全部文は一部を廃

止することができる。この場合においては、甲は、廃止しようとする日の 30 日前

までに乙に通知しなければならない。

（損害賠償）

第8条 乙は、この協定に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

（危険負担）

第9条 この協定履行の際、甲の責に帰することができない事由によって生じた損害

は、乙の負担とする。ただし、特別な事由がある場合は、甲乙協議の上決定する。

2 この協定履行の際、乙が第三者に与えた損害は、乙の負担とする。

3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償

した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他の賠償に伴い発生した費用を求償

することができるものとする。

（目的外使用の禁止）

第 10条 乙は、センターをこの協定の目的以外に使用してはならない。ただし、あら

かじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（原状回復の義務）

第 11条 乙は、第 3条に定める協定期間が満了したとき、又は第 7条及び地方自治法

第 244条の 2第 11項の規定により指定を取り消されたときは、当該施設文は設備を

速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限

りでない。
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（一括委任文は一括下請けの禁止）

乙は、協定に定める施設の管理に係る業務を一括して第三者に委任し、文は第 12条

請け負わせてはならない。

（権利譲渡の禁止）

乙は、この協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第第 13条

三者に譲渡し、もしくは継承させ、

（指定管理料の変更）

第、安佐期間内に租税、物価、賃金等の変動により、指定管理料の変更が必要と

なったと認められるとき、甲文は乙は指定管理料の変更を求めることができる。

又は担保に供してはならない。
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（指定管理業務の引継ぎ）

第 15条 乙は、第 3条に定める協定期間が満了したとき、文は第 7条及び地方自治法

第 244条の 2第 11項規定により指定を取り消されたときは、センターの運営が遅滞

なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを実施しな

ければならない。なお、引継ぎ方法・日時等については、別途協議することとする。

（協議）

第 16条 文はこの協定に定めのこの協定に定める事項について疑義が生じたとき、

ない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

（当該事業年度における協定）

この協定の発効により、当該事業年度における事項については、別に年度

協定を締結する。

第！？条

l: j .・i ~ ~~ 1, :, • 

刻 fノv~t~. ：
付〉延長
4ιL 

甲乙記名押印の上、各自 1通をこの協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、

保有する。

平成 21年 4月 1日／

l~i j潤
~11闘i
~I J~J 

i寄宿R
r~n居間院：1
1畏lliD.t~~~~ j 

延岡市東本小路 2番地 1

正藤首

延岡市

延岡市長

甲／ 、
1
2
1
1
f

延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4

延岡市験制栴会

表；協託メィ会：
；μ議会灼：；.ii:
恒三＝－Mf~1~1；ム

純本

社会福祉法人

坂．会長

乙
／ 
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｜伝票番号10000257一

年度I2¥fミ計I 01 一般会計／ 所属 1200500高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 限 長 部次長 部 長 契約管理限畏 財政課長 住計管理者
決

現 4事

⑧ ⑧ （寄 を参 ＊ ＊ 芸~a玄、！ ＊ ＊ 裁

⑧ ~ 者
~ .,, 

戸Jι1,. 
設計担当 事務担当 主務係長 予算担当係長 際 長 唾也

， ／ 

------
ー

託

------------------ 震？宿〉課

------予算区分。現年度予算
可 .LP"

起 票 日 25年 4月 1日

款 03 民生費 ※決裁日 壮年？月／日／
項 01 社会福祉費

契約方法 5なし
／ 

目 04 老人福祉費

細目 004生きがい対策事業

細々目 16 恒宮地区高齢者コミュニティセンター管理事業 予算配当額 3 933 000円

節 13 委託料
負担行為済額 3 933 000円

細節 33 指定管ザ
配当残額 O円

｜金 額｜ 0 0 0 :a ¥3 9 3 3, 

※支出方法 完工払 ． 前金払 出来高払 回 ． 毎月払 ． その他（恒子持）

件
摘 要恒宮地区高齢者コミュニティセンタ一管理料

／ 
名 委託場所 延岡市恒宮町 1丁目

等

相所手方住
債権者コード 0000000341 

住 所 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番γ
氏 名 （福）延岡市社会福祉協議会． 

名氏

I"'- －ー・ーーーーーーーー一－ーー一ーーーーーー・ーーーー’ー

lo- - - - －ー・ ・，． - - - - - ．，・ ・ー・ －－－ －－－ －－－． －－－ －ーー ・胴・ ・ー・ ・・・ ・ー・ ・ー・ ーーー ・ー－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ．．． ．．， ・ーー

備
,_ －ーーーーー一－－－－－－－ ーーーー ーーーーーーーー一ーーー

』『一－－－－－ －－ －－ ー一 一ー ー一 ーー －－－－ ーー ーー ーー ーー一－－－－－－－ーーーーーー ーー ． 

考
h・・・・・司ーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー・園田ー－ －・・ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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分割支払内訳書

月／回 支出金額 支払日 月／回 支出金額 支払日

一
／支払霧＼

4月／1回 肌 250/ ~ '2~ 4. 25 ) 

可竺f多
支払湊

7月／2回 問，25ν
25. ':, 25 ) 

高齢；語益課

10月／3回 983,250 / 

1月／4回 983 250 

言十 3 933 000 
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｜課室名 高齢福祉課

起 案 日 ff；，ダ年ヲ月 i｛日 決裁 日 ~J 年 d 月 ~1 日

課 内 検 討 者 決裁 者

担当者
起 案 主幹兼

課長
責任 者 課長補佐

③ ⑧ ③ ＠ 
Te IS｝＿~ 

予算担当 意見

＠ 
l口~ 議 者

経営政策 契約管理
財政課長

課長 課長

⑧ ⑮ ⑧ 
．， 

意見
， 

③信） 1~·⑧ ⑧ 
） 

広報のペおかへの掲載 J委 ． 吾 ホームページへの掲載 タを ． 否

件名 ：平成 25年度北方健康福祉センターの管理運営に関する年度協定について
／ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5司E司.... 可ii""'ii'""ii'
曹哩円E ・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．

標記の件につきまして、下記のとおり年度協定の準備を行います。

記

1 指定管理者 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

2年度指定期間 平成~ .~年 4 月 1 日～平成 ？. ~ 年3月~ ~日
（基本協定の期間：平成 23年4月1日～平成 28年 3月31日）

（裏面に続く）
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－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

~ 平成~ .~年度指定管理料 ?. '- ~ ~. ?. ~ ~ ?. 0円----7------------
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

.~ 予算費目 .~ ~ ~民生費 .~ ~ ~社会福祉費 ~ ~. ~ ~生きがい対策事業
2 1）北方健康福祉センター管理事業

・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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延岡市北方健康福祉センタ一 年度協定書（愛）

延岡市（以下「委任者Jという。）と社会福祉法川正岡市松会福祉協議会（以下「受任者Jとし、う。）と

は、延岡市北方健康福祉センター（以下「センターJとしづ。）の管理運営について締結した延岡市北

方健康福祉センター基本協定（以下「基本協定Jという。）に基づき、当該事業年度における協定（以下

「年度協定Jという。）を締給する。

（年度協定の目的）

第1条年度協定は、センターの管理運営業務（以下f管理運営業務Jという。）の各年度の業務内容及

び管理運営業務の実施に伴い支払われる対価（以下「指定管理料jという。）を定める事を目的とす

る。

（平成25年度の管理運営業務）

第2条受任者は、委任者と受任者との問で平成23年4月1日に締結した基本協定に基づきセンタ

ーの管理運営を行うものとする。

（年度協定の期間）

第3条 この年度協定の期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。 ／ 

（指定管理料の支払）

第 4 条 委任者は、受任者に管理運営業務に係る指定管理料として、

金2, 145, 00 0円（消費税非課税jを支払うものとする。

2 前項の指定管理料は、 4月、 7月、 10月、 1月の4回に分けて、受任者の請求に基づき支払う

ものとする。

3 受任者は、委任者に対し、請求書を4月、 7月、 10月、 1月のそれぞれ10日までに提出し、

委任者は、受任者に対し、請求書を受理した日の属する月の25日までに指定管理料を支払うもの

とする。

（疑義等の決定）

第5条 この年度協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの年度協定に定めのない事項

については、委任者及。受任者が協議の上定めるものとする。

この年度協定の締結を証するため、本書を2通作成し、委任者及。受任者が記名押印の上、各自 1

通を保有する。

平成25年4月1日

委任者 延岡市東本小路2番地1

延 岡 市

延岡市長首藤正治

受任者 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

柾会福許止法人延岡市相会福祉協議会

会長 柳田泰宏

ノ

I 



延岡市北方健康福祉センター 基本協定書

延岡市（以下「委任者Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受任

者Jという。）とは、延岡市北方健康福祉センター（以下「センターj という。）の管

理運営について以下のとおり基本協定（以下「協定」という。）を締結する。

（目的）

第 l条 協定は、委任者受任者が相互に協力し、センターの管理運営を円滑に実施す

るために必要な基本事項を定める事を目的とする。

（管理の基準）

第 2条 受任者は協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定Jという。）、延岡市北方健康福祉センタ一条例（平成 18年条例第 39号。）並

びに関係法令等のほか、延岡市北方健康福祉センターの管理運営に関する要項、延

岡市北方健康福祉センタ一指定管理者仕様書及び委任者の指示に従い、業務を実施

しなければならない。

（協定期間）

第3条 協定による協定期間は、平成 23年4月 1日から平成 28年 3月 31日までとす

る。

（個人情報の保護等）

第4条 受任者は、個人情報の取扱いに際しては、別記「個人情報取扱特記事項Jを遵

守しなければならない。

2 前項の個人情報の保護については、協定終了後も遵守するものとする。

（事業報告書の作成及び提出）

第5条 受任者は、毎年度終了後 20日以内に収支決算書及び事業実績報告書を委任者

に提出しなければならない。

2 受任者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明

らかにしておくとともに、委任者が必要と認めるときは、その状況を報告しなけれ

ばならない。

3 受任者は、事業の実施に当たり、事故が生じたときは、受任者の貴に帰すべき理

由によると否とを問わず、遅滞なく委任者にその状況を報告しなければならない。

（業務実施状況の調査）

第6条 委任者は、必要があると認めるときは、受任者による業務実施状況を確認す

ることを目的として、センターに随時に立ち入り、業務実施状況の調査をおこない、

文は受任者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。

2 受任者は、前項の業務実施状況の調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提

出を怠ってはならない。

3 委任者は、第 l項による調査の結果、受任者による業務実施が、第 2条に定める

管理の基準を満たしていない場合には、受任者に対して業務の改善を勧告するもの

とする。



4 受任者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければ

ならない。

（指定の取消し等）

第7条 委任者は、受任者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管 1

理者の指定を取り消し、又は業務の全部文は一部を停止させ、支払った経費の全部

又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) 前2号の他、受任者がセンターの指定管理者として業務を継続することが適当

でないと認められるとき。 ~百j~
11251 m1 

2 受任者が、この協定を協定期間内に解除しようとするときは、その 3箇月前まで匝嗣

に委任者の承認を得なければならない。 信吾川、，

3 委任者は、第 1項に定める場合のほか、必要があるときは、業務の全部文は一部医出

を廃止することができる。この場合においては、委任者は、廃止しようとする日の

30日前までに受任者に通知しなければならない。

（損害賠償）

第8条 受任者は、この協定に定める義務を履行しないために委任者に損害を与えた
・ f

ときは、その損害を賠償しなければならない。

（危険負担） 一

第9条 この協定履行の際、委任者のおこ帰することができない事由によって生じ稔湖？

損害は、受任者の負担とする。ただし、特別な事由がある場合は、委任者受任者啄劉；
一、

議の上決定する。 店経費J
2 この協定履行の際、受任者が第三者に与えた損害は、受任者の負担とする。

3 委任者は、受任者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対：

して賠償した場合、受任者に対して、賠償した金額及びその他の賠償に伴い発生し

た費用を求償することができるものとする。

（目的外使用の禁止）

第 10条 受任者は、センターをこの協定の目的以外に使用してはならない。ただし、

あらかじめ委任者の承認を得たときは、この限りでない。

（原状回復の義務）

第 11条 受任者は、第3条に定める協定期間が満了したとき、又は第7条及び地方自

治法第 244条の 2第 11項の規定により指定を取り消されたときは、当該施設又は設

備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委任者の承認を得たときは、

この限りでない。

（一括委任又は一括下請けの禁止）

第 12条 受任者は、協定に定める施設の管理に係る業務を一括して第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。



（権利譲渡の禁止）

第 13条 受任者は、この協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利文は義務

を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、又は担保に供してはならない。

（指定管理業務の引継ぎ）

第 14条 受任者は、第3条に定める協定期間が満了したとき、文は第 7条及び地方自

治法第 244条の 2第 11項規定により指定を取り消されたときは、センターの運営が

遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを実施

しなければならない。なお、引継ぎ方法・日時等については、別途協議することと

（協議）

第 16条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めの

ない事項については、委任者受任者協議の上定めるものとする。

（当該事業年度における協定）

第！？条 この協定の発効により、当該事業年度における事項については、別に年度

協定を締結する。

.J 

委任者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正

受任者 延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4

社会福祉法人 延岡市社会舎櫨版信設でJ

会長 柳田泰＝伽ん会i
’皆議会延日Z
'ER；会福岡証！



‘ 
｜課室名 高齢福祉課

起 案 日 いだ年ヲ月何日 決裁 日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案 主幹兼

課長
責任者 課長補佐

⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 
Teltヲr~J

L 

／ 

予算担当 意見

③ 
lロ~ 議 者

経営政策 契約管理
財政課長

課長 課長

⑧ ⑮ ⑨／ 
J' 
〆

意見

，~T＇~② ⑧⑧ ）⑧ 
広報のべおかへの掲載 宇． 否 ホームページへの掲載 4・ 否

ν’ 

件名 ：平成 25年度北川岸人福祉館の管理運営に関する年度協定について
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標記の件につきまして、下記のとおり年度協定の準備を行います。

記

1 指定管理者 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

2年度指定期間 平成~ .~年 4 月 1 日～平成 ？. 6 年 3 月~ ~日
（基本協定の期間：平成 23年4月 1日～平成 28年 3月 31日）

（裏面に続く）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



ーーー・・・・・・・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー一一一ー・・・・・・・ーー一一ーー・・・・・・・・・ー－－一一ー・・・・・・’ー一一一一ー・・・・・・・ーー一一一一ー・．．．．．．．．．．．．．．，ー－－
一一ー・・・・・・・・・・・・・・ーー一一ーー・・・・・・・ーー一一一一ーー・・・・・・・・・ー一一－・・・・・・・・・・・・・ー－－・・・・・・・ー－

3 平成25 年里雪空管男性－－－－~－－~三’ー－－~－~－－~－門必－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－
一一ー・・・・一一ー・・－－－－－－－－－－－－－←一←ーー・・・・・・ー一一一一ーー・．．．．．．．．，一一一－ーー・・・・・・・・ーー一一一ーー・・・・・・ーー一一一一ー・・・・・・・・ー一一・・・・・・・・・・ー－－一一ーー・・・・・・
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分割支払内訳書

支出金額 支払日 支出金額

4月／1回 問 25う／

536 250 / 

536 250 / 

536 250 
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延岡市北川老人福祉館 年度協定書（安）

延岡市（以下f委任者jとしづ。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受任者Jとしづ。）

とは、延岡市北川老人福抱国官（以下「福抱国官Jという。）の管理運営について締結した延岡市北川

老人福布団富基本協定（以下「基本協定Jという。）に基づき、当該事業年度における協定（以下「年
度協定Jという。）を締結する。

（年度協定の目的）

第1条年度協定は、福布団官の管理運営業務（以下「管理運営業務Jという。）の各年度の業務内容

及ひ’管理運営業務の実施に伴い支払われる対価（以下「指定管理料Jとし、う。）を定める事を目

的とする。

（平成25年度の管理運営業務）

第2条受任者は、委任者と受任者との間で平成23年4月1日に締結した基本協定に基づき福

布団官の管理運営を行うものとする。

（年度協定の期間）

第3条 この年度協定の期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（指定管理料の支払）

第 4条 委 任 者 は 、 受 任 者 に管理運営業務に係る指定管理料として、

金91 2, 0 0 0円（消費税込）を支払うものとする。

2 前項の指定管理料は、 4月、 7月、 10月、 1月の4回に分けて、受任者の請求に基づき支

払うものとする。

3 受任者は、委任者に対し、請求書を4月、 7月、 10月、 1月のそれぞれ10日までに提出

し、委任者は、受任者に対し、請求書を受理した日の属する月の25日までに指定管理料を支

払うものとする。

（疑義等の決定）

第5条 この年度協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの年度協定に定めのない

事項については、委任者及び受任者が協議の上定めるものとする。

この年度協定の締結を証するため、本書を2通作成し、委任者及び受任者が記名押印の上、各

自1通を保有する。

平成25年4月1日

委任者

受任者

延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4 ' 

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会 ／ 

会長柳田泰宏

／ 
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延岡市北川老人福祉館 基本協定書

延岡市（以下「委任者Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受任

者」という。）とは、延岡市北川老人福祉館（以下「福祉館Jという。）の管理運営に

ついて以下のとおり基本協定（以下「協定」という。）を締結する。

（目的）

第 1条 協定は、委任者受任者が相互に協力し、福祉館の管理運営を円滑に実施する

ために必要な基本事項を定める事を目的とする。

（管理の基準）

第2条 受任者は協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定Jという。）、延岡市北川老人福祉館条例（平成 18年条例第 39号。）並びに関

係法令等のほか、延岡市北川老人福祉館の管理運営に関する要項、延岡市北川老人

福祉館指定管理者仕様書及び委任者の指示に従い、業務を実施しなければならない。

（協定期間）

第3条 協定による協定期間は、平成 23年4月 1日から平成 28年 3月 31日までとす

る。

（個人情報の保護等）

第4条 受任者は、個人情報の取扱いに際しては、別記「個人情報取扱特記事項Jを遵

守しなければならない。

2 前項の個人情報の保護については、協定終了後も遵守するものとする。

（事業報告書の作成及び提出）

第5条 受任者は、毎年度終了後 20日以内に収支決算書及び事業実績報告書を委任者

に提出しなければならない。

2 受任者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明

らかにしておくとともに、委任者が必要と認めるときは、その状況を報告しなけれ

ばならない。

3 受任者は、事業の実施に当たり、事故が生じたときは、受任者の責に帰すべき理

由によると否とを問わず、遅滞なく委任者にその状況を報告しなければならない。

（業務実施状況の調査）

第6条 委任者は、必要があると認めるときは、受任者による業務実施状況を確認す

ることを目的として、福祉館に随時に立ち入り、業務実施状況の調査をおこない、

又は受任者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。

2 受任者は、前項の業務実施状況の調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提

出を怠つてはならない。

3 委任者は、第 1項による調査の結果、受任者による業務実施が、第 2条に定める

管理の基準を満たしていない場合には、受任者に対して業務の改善を勧告するもの

とする。

4 受任者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければ
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ならない。

（指定の取消し等）

第7条 委任者は、受任者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管

理者の指定を取り消し、又は業務の全部文は一部を停止させ、支払った経費の全部

又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) 前2号の他、受任者が福祉館の指定管理者として業務を継続することが適当で

ないと認められるとき。

2 受任者が、この協定を協定期間内に解除しようとするときは、その 3箇月前まで

に委任者の承認を得なければならない。

3 委任者は、第 1項に定める場合のほか、必要があるときは、業務の全部文は一部

を廃止することができる。この場合においては、委任者は、廃止しようとする日の

30日前までに受任者に通知しなければならない。

（損害賠償）

第8条 受任者は、この協定に定める義務を履行しないために委任者に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。

（危険負担）

第 9条 この協定履行の際、委任者の責に帰することができない事由によって生じた

損害は、受任者の負担とする。ただし、特別な事由がある場合は、委任者受任者協

議の上決定する。

2 この協定履行の際、受任者が第三者に与えた損害は、受任者の負担とする。

3 委任者は、受任者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対

して賠償した場合、受任者に対して、賠償した金額及びその他の賠償に伴い発生し ., 

た費用を求償することができるものとする。

（目的外使用の禁止）

第 10条 受任者は、福祉館をこの協定の目的以外に使用してはならない。ただし、あ

らかじめ委任者の承認を得たときは、この限りでない。

（原状回復の義務）

第 11条 受任者は、第3条に定める協定期間が満了したとき、又は第 7条及び地方自

治法第 244条の2第 11項の規定により指定を取り消されたときは、当該施設又は設

備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委任者の承認を得たときは、

この限りでない。

（一括委任文は一括下請けの禁止）

第 12条 受任者は、協定に定める施設の管理に係る業務を一括して第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。
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（権利譲渡の禁止）

第 13条 受任者は、この協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利文は義務

を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、又は担保に供してはならない。

（指定管理業務の引継ぎ）

第 14条 受任者は、第3条に定める協定期間が満了したとき、文は第 7条及び地方自

治法第 244条の 2第 11項規定により指定を取り消されたときは、福祉館の運営が遅

滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを実施し

なお、引継ぎ方法・日時等については、別途協議することとす

この協定に定める事項について疑義が生じたとき、文はこの協定に定めの

ない事項については、委任者受任者協議の上定めるものとする。

（当該事業年度における協定）

る。

（物品販売等の取扱い）

第 15条 物品販売等に係る経費は、受任者の負担とする。

物品販売等による収入は、受任者の収入とする。

（協議）

第 16条

なければならない。

~~~票
~fil~闘
~~D~ 

2 

当該事業年度における事項については、別に年度この協定の発効により、第！？条

協定を締結する。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、委任者受任者記名押印の上、各

自l通を保有する。

平成 23年 4月 1日

延岡市東本小路 2番地 1

正藤首

延岡市

延岡市長

委任者

受任者
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 新年度

I 25 I支出負担行為主

‘ 
量

．伝票番号jo仰 58一000

年度I2昨計I01 一般会計／ 所属 200500高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 言嬰 長 部孜長 部 長 契約管理眼長 財政課長 出量計管理者
決

言車辱

⑧ ＠ ③ ⑧ ＊ ＊ l議） ＊ ＊ 裁

⑧ 1合 ν〆 者
／ 

戸Jι1.. 設計担当 事務担当 主務係長 予算担当係長 課 長 層強 ／ ／ 
~ 一

託

」－－－－
~・－’．

課
~戸J ｛権⑥

予算区分。現年度予算
《4ιy

起 票 日 25年 4月 1日

款 03 民生費
※決裁日 .＜.！）、年ヂ月／日

項 01 社会福祉費
契約方法 5なし ／ 

目 04 老人福祉費

細目 004生きがい対策事業

細々目 23 北川老人福祉館管理事業 予算配当額 912 000円
節 13 委託料 ／ 

912 000円負担行為済額

細節 33 指定管理料／ ／ 

配当残額 O円

｜金 額｜ ¥ 9 1 2, 000 

※支出方法 完工払 ． 前金払 ． 出来高払 回 ． 毎月払 ． その他（切キ鞠）

件
摘 要北川老人福祉館管理料

J 
， ．． 

名 委託場所 延岡市北川町大字川内名

等

相所手方住
住 所 延岡市三ツ瀬町1丁目， 2番地4

氏 名 （福）延岡市社会福祉協緩会． 

名氏

』．ーーーーーーーー一ーーー一ーー一ーーーー一ーーーーーー－ー・ーーー・ー一ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

』ー－－－－－－－－－－－－－－－－ーーー・－ーーー，ー・ーーーーー－－－－－－－ーー－－ - －ー・ー・ーーーーー・ーーー，ーーーーー・ーーー・ーー一ー一－－－－－ーー一－

備
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

』ー－－－－－－－－－－－－－－ーーーー一ーーー－－－－ーー一－－－－－－－－－ーーー・ーーー一 ー一ー－－－－－－－－－－－－－一ー一ーーー

考
』ー－－－－ー’一ーーーーー一ーーーーーー・ー，

＇－ー ーーー ーーー ーーー 恒ーー ーー司 ーーー ーーー ーーー ーー・ ，．． ーーー －－－ ーーー 恒園園 田園・ ーー・ ー『’ ーーー ーーー

2 5 I一般

ιγ 伺託委

， 
d〆



r ／ 

分割支払内訳書

月／回 支出金額 支払日 月／回 支出金額 支払日

丘議＼
4月／1回

,000 / ~ 25.4.25 

対~

7月／2回 228,00シ 多系野紙1］ 

10月／3回 228 000 / 

1月／4回 228 000 

言十 912 000 



．‘ 

－ 

議~ ~i=麗

困 予算執行伺書
／ 

（ 委託 ） 

年度 25 会計／ as 介護保険特別会計 200500 高齢福祉課
担当者 予算担当 主務係長 庶務係長 課長補佐 課長 部次長 部長 高lj市長 決 部長

（§ 
否認 （多③ 滋dヲ＼~ ⑧ ＊ ＊ ＊ 

裁

⑧／ 者

契約管理課長 財政課長
lロh、

⑮ ⑫⑨ 議⑧＠ 
予算区分 0現年度予算 起票日 25年明25日｜決裁越年~~1 日／ 契約方法随契 契約担当課 高齢福祉課

予算配当額 a,soo,0001 予定金額 6λ50,000j 工事財源国・県・地・単

款 03 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費

目 01 一次予防事業費 細目 002地域介穫予防活動支援事業

細々目 01 地減住民グループ支援事業 節 13 委託料

細節 51 地減住民グループ支媛委託料／， 
予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

半6,150,0001｜予定金額｜
7 

支出方法 ｜ 完工払 前金払． 出来高払 回． 毎月払くか （概算払）

件 執行期間 契約締結の日から 日間または 平成~~年3月.~~日 まで

名

No. 地域住民グループ支援委ち及 摘要

び
内 履行（工事場所） 延岡市
訳

※ －地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

備
－延岡市契約規則第21条第3項により見積書を徴さない。

考



ロ投資的経費

回施策的経費 者一塑①
L

一

血主主担~

地織住民グループ支慢

事業計画書（兼事務事業評価書） 様式2平成 25年度

<2>,o•合計画に制する位置付け：·•；；－xr;..：；；：長特設ぷ ＠ょ会体練要J《目的と鍍裏f:Eltホ司~·＝·との争引が！－

伝，~，来~~·11;.. 通－泊－民． ’ff3院共に支え合う安全・安心の絶島氏づくり

a・〆ふ~~~も.：策.：~：~白~~；洛；~~ 地犠住民による支え合いの仕組みづくり

e誕一雄司鋭ー． 延岡市

＠計画繍鯛 平成 12 年度～ 毎年度 家維援進すに閉るチたじーこめムもにのり、也が絶カち区なに社高よ会り齢サ福者ロ位のン協生活臓き動会がをやい実地づ施く織すり緬をる祉． 支

~区勿 その他 l:i,<B>衝窓：纏司 継続

＠合計喝 特別院＠位－~
＠：関越畑ヌ関連事担l！•鎚縁側S伝説横揺主

延介岡担保市険旭緩法絶住厳民グ支ル領ー事プ業支実領鎗事要業綱実‘’E綱

⑪ o•遠慮伏混・・・・・行政が行った活動の鎗果、どれだけ成果があがったのかを敗字で示すものです．

活動指IIグループ敏 成果指標 延，s加者

，区分 t却益事皮 出 4年度 ”zs•度＠十個7 区分．寵間竿ぬ 事院問4宅度量”ZS'fl!E齢貨｝
目線 123 125 130 t自殺‘棟・ 37，α)0 37，以)0 39,000 

実績 120 実T路 S貧 27,581 

R・••it~ 97.6 回線Jl.148'00 74.5 

⑫~’E性・・・・・市民の社会的怠Zーズや、民間による代”ができないかどうかについての項目です• I ( 

高働要性者のは憎高加している現状にあって、その介穫は社会の大きい問題である．当事業は介霞予防を図るものであり、
必 いものである．

⑪緊急性、有効性．効寧佳 ー、
咽

、．

高住でEサ行除みロ慣。化Jてがれあお制たたり抱加勺．の援す優年るで小間な高限か活齢ので動者健．賓が，介eが事で積5ら話0予せ，O勤防国るしは胞内て非蟻でい常あづるにり〈．．り’一Eや要回旭な当区思た名周りででののあ活”り動、が費緊りは亀を促4控U過除）（）し高阿て‘程い、度るで．ある．主1：：ポランティア活動

＠環Jl保全性・・・・・軍鳩保全や環Jl負荷についての項目です．
~ 

H ‘ 
4扉 ’h 

環境に』事える~・ その他（J.l当なし等｝

ISOでのii行管理E環境保全の対象となる事業ではない．

線周と対策

の2
介ll予防は介観保険の重要な往の一つであり、地織のつながりと生きがー
づくりを促進する本事業の重要性は高い．

介E費予防は介鰻保険の盛夏な往の一つであり、絶繊のつながりと生舎がL
づくりを促進する本事業の貨安佐は高〈、鉱大を図る．

高齢緬祉螺

E事業 03-01-01-002-01" 

...‘E‘’ ふ寸.，『E

＠ヨ予算羽！自誕地ふ部 予算貝，lJIH！・ページ
前

It: 絶蟻支領事業 ι・＇ ,t・:t丸山 五工事糊負’h 初；:tm£·旭，＇：＂；~..... ,i:-；•鯛；償資，；＇＇ 7；’~：艇よ料 i ？補助金 備，，.入’t ,. I野 安

有限i介担予防事業費
当初

｜露一次予防事業費
6,500 6.500 

決定 6,500 
6.500 

鰭鶴欝欝典講湾都喪主ピ 開始τ平胞3年度 げ平邸岬皮~＇

i~~ 
些 子 容 時 事＂tて：：i じ；；.，成調停皮，：1~•• .: .. ，＇；平成幻年度 平鹿8年度以陣

39 000 6 150 6 250 6 500 6 600 6 700 6 800 
J間諜’~~’m主 14 625 2 307 2 344 13・21 2 437 2 475 ~，，m 白” 2.550
地－

19 502 3 075 3 125 2•18 3251 3.300 3.351 3 400 
~z:.£.- 4 873 768 781 26 812 825 837 850 

錫度情’駒沢蹄1'.<!:続手対主象巴領：件＠ Jおい掃助事Jri?Iぶ晃子ふさ..助J観畠主さ王芳三 ｛計画内軍事・fJJJ.lill) ｛針画内軍事·n•.1111> ｛’十嵐内彰・fl’•＆•＞
介鰻予防事実 6,500 25 / 100 1,625 

’R 介鰻予防事黛 6,500 12.5 ノ 100 812 

／ 

指摘範憎邸時斜配僚議議輔韓躍 控数民F愈．；富民知： '..fl：売沓；鼠拘都注＂＇お完全当 4額・.・，－ ,_,_ 

% 

% 

··~;t:紳満；常滑，i-H介鰻保険料鈎＇）（， (I柑保険者21伸文純金29%1 金額 3,251 進妙皐 %辺E鯵皐 % 

＠お•1tの・.内容らだ1《具体的fi:.・.内容と積算..絡を毘ん：必要に応じて図面、見積，e添付）・妓液凝舗勤先・倭託先は必ず毘入す号5こと g縦波被告ーてヤ

【事業内容じ1こも
家に閉 りがちな高働者の生きがいづくりを支慢するために、地区社会情祉協儀会や組織福祉機進チームの悔カにより、世話人等を中心として
健康際話、鰻味活動やレクリェーションなどのサロン活動を実施する．

【積’車線拠】
延岡市 89サロン×50,000円＝4,450千円
北方町 15サロン×50,000円＝750千円
北浦町 18サロン×50,000円＝ 900千円

北川町 8サロン×50,000円＝400千円

計 130サロン 6,500千円

委託先延岡市社会福祉協信会

（平成26・27年度筋線事実は開始年度の事業内容を記俊する｝ 「道事事一一一ーす
⑮r越年度実績、γ今；i：.ぷ[.iii:~：＇：夕、三；·：.，＇＂＇· 司＂ ' 』‘ .....・＇.’ ’ 1 ・’踏砂fa・・ 回.，.用見込み歓 開I..( :,lf'=i 包 "' 
平成19年度 108サロン 32,937人 5,400千円 直後雇用 人

平平成成~~年年度度 114サロン 37,992人 5,674千千円 間後雇用 l 人
112サロン 37,996人 5,600 円

’十 l 人平成22年度 113サロン 35,164人 5,650千円
平成23年度 120サロン 27,581人 5,750千円 ＠【$法績のの拘実束泌琶が鎗ア令ナに明ぃ•c<.t:められていあか〉地『：杢

3.治法体令の上判、定断めにら寮れねてらいれるるが．、~絡するかどうかは
※24年度縛疋が払]I,温 A の当初予’E傾 平肉】 自



延岡市地域住民グループ支援事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市地域住民グループ支援事業は、一人暮らしの高齢者等を対象に、

仲間づくりなどを行い、寝たきり高齢者のいない健やかで活力ある地域づ

くりを進めるグループの活動を支援する事を目的とする。

（対象グループ）

第2条 この要綱に基づく支援を受けることが出来るグループは、介護予防を

目的として一人暮らしの高齢者等を対象に、地域のふれあい活動をおこな

っており、延岡市長が適当と認めたグループとする。

（支援を受けるための活動内容）

第 3条 この要綱に基づく支援を受けることが出来るグループの活動内容はこ

の

とおりとし、活動回数は原則として、月 1回以上とする。

(1) 趣味活動（やきもの、水彩画、パッチワーク、手芸、押し花絵等）

(2) 学習活動（健康教室、料理教室、陶芸教室、介護教室、各種発表会等）

(3) 野外活動

(4) スポーツ、レクリエーション

(5) ボランティア活動

(6) 世代間交流

(7) その他の事業（地区の祭りへの参加など）

（活動場所）

第4条 公民館、集会所、民家、寺社等近隣の集まりやすい場所とする。

（その他）

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は平成 13年 1月 1日から施行する。

附則

この要綱は平成 15年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は平成 18年4月 1日から施行する。



随意契約理白書

見積に付する
事 項｜地域住民グループ支援事業

履行場所｜富美山西区公民館ほか124カ所

予 定 価格 I6，之50,000円

地方自治法

施行令第 167条
｜地方自治法施行令第 167条の2第 1項第 2号

の2第 1項中の

骸当する号

当事業は、家に閉じこもりがちな高齢者がサロン活動に参加することにより、

生きがいや社会性を持つことで介護予防を図り、ボランティア活動・地域内の

随意契約に｜世代間交流活動も活発になり、寝たきり高齢者のいない健やかな活力のある

付する理由｜生活を営むことができるよう在宅生活を支援することを目的としている。目的

に合致するサービス提供が可能な法人が延岡市社会福祉協織会1者のみの

ため。

く〉見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の散が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担当者氏 名
健康福祉部高齢福祉課高齢者支援係

志田尚之内線番号532505

平成25年3月25日

随意契約理白書作成者 一

健康福祉部高齢福祉課長 佐藤和郎 守義ノ



地域住民グループ支援事業委託契約書 （来）

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受

託者Jという。）とは地域住民グループ支援事業の委託について、次のとおり契約を締

結する。

（目的）

第 1条 委託者は、延岡市地域住民グループ支援事業実施要綱（以下「要綱Jという）

に基づく業務（以下「委託業務」という）を受託者に委託し、受託者はこれを受託す

るものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までと

する。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は要綱に定める活動を行う地域住民グループを支援し、育成しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は 1地域住民グループにつき年額50,000円

とする。ただし、特別な事情がなく活動しなかった月のある地減住民グループの委託

料は、活動月に対して月額4,000円を乗じて得た額とする。

2 委託期間満了後、収支精算額が前項の規定により計算した額を下回った場合は、そ

の精算額をもって委託料とする。

（契約保証金）

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、当該年度の事業計画書及び請求書（以下「事業計画

書等Jという。）を 4月30日までに提出しなければならない。

2 委託者は、前項の規定による事業計画書等を受理したときは内容を審査し、適当と

認めたときは請求書を受理した日から 30日以内に委託料を支払うものとする。

（事業実績報告書等の提出）

第7条 受託者は、その年度の事業実績報告書、収支決算書及び精算書を、委託期間満

了後 20日以内に委託者に提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第8条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（再委託の禁止）

第9条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。

（権利の譲渡等の禁止）

第 10条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、

委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査）

第 11条 委託者は必要があると認めるときは、委託業務の実施状況その他の事項につ

いて報告を求め、又は実地に調査することができる。



（契約の解除）

第 12条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

但） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年

条例第22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条第 1

項本文の規定により計算した委託料の額の 10分の lに相当する額を違約金として、委

託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 13条 受託者は、委託業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのな

い事項については、委託者、受託者協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書 2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、

各自 1通を保有するものとする。

平成 25年 4月 1日

委託者 延岡市東本小路 2番地 1

延岡市

延 岡 市 長 首 藤 正 治

受託者 延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4

社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏
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（委託）伺無〆
/I伝票番号I0002544 -ooo 

新千虞

I 25 I支出負担行為書

jj 

ー

所属 1200500高齢福祉課

契約管理課長｜財政課長陰計管理判

；｜⑧ ＊ ＊ 

⑧｜③ ⑧ 
~」
Jι 

託

1日

負担行為済額

-?S年

3随契

6 500 000円

6 250 000円

250 000円

4月25年

契約方法

予 算 配 当 額

※決裁日

起票日

課

予算区分10 現年度予算

款 103 地犠支援事業費

項 101 介護予防事業費

目 101 一次予防事業費

細目 1002地域介護予防活動支援事業

細々目 101 地域住民グループ支援（ふれあいサロン）事業

節 113 委託料

細 節 151 糊住民グループ支援委託料／
配当残額

000 250 ¥ 6, 額

その他 才仏、）毎月払回出来高払前金払完工払※支出方法

／ 
要地減住民グループ支援委託摘

停
ナ

a
a
E

・
名 延岡市委託場所

等

0000000341 

延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

（福）延岡市社会福祉協強会 .l 

債権者コード

住所

氏名

相
手
方
住
所
・
氏
名

備

考

2 5 I介護



／ 

、、

平成25年度地域住民グループ支援事業収支予算書

1.歳入
（単位：円）

項目 金額 備考

市委託料 6 250 000 50,000円x125サロン＝6,250,000号／
／ 

合計 6,250,000 ／ 

2.歳出 （単位：円）

項目 金額 主な支出の内容

諸謝金 20000 研修会講師謝金（2回）

消耗品費 51 000 用紙代：21,000円インク代：25,000円封筒代他5,000円

通信運搬費 49,000 代表者会案内文送付及び電話代

賃借料 20,000 研修会会場使用料（2回）

雑費 390,000 サロン損害保険料13円×20人× 12ヶ月× 125サロン＝390,000円 ．，， 

」／

賃金 720 000 6,000円x20日X6ヶ月＝720,000円

助成金 5,000,000 40,000円x125サロンど
一

合計 6,250,000 ／ 

/ 



、
、

.> 

困 予算執行伺書 （ 委託 ）／ 

年 度 25上会計 Ias 介護保険特別会計／ 200500 高齢福祉課
担当者 予算担当 主務係長 庶務係長 課長補佐 課長 部次長 部長 副市長 決 部長

：’寺~守2つEづ~ 。⑧ ③ ⑧ ⑧ ＊ ＊ ＊ 
裁

⑧ 者

契約管理謀長 財政課長
， 

，口6.. 

⑮／ 協⑨議 ⑤⑧ 
予算区分 0現年度予算 起票日 25年3月25日｜決裁時S対日 契約方法随契 契約担当課 高齢福祉課

予算配当額 a.101.0001 予定金額 a.101.0001 工事財源国・県・地・単

款 03 地域支媛事業費 項 01 介護予防事業費

目 01 一次予防事業費 細目 002地域介護予防活動支援事業

細々目 04 生きがいと健康づくり推進事業 節 13 委託料

細節 52 生きがいと健康づくり推進委託紗／

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

半3,701,000 J ｜予定金額｜

支出方法 ｜ 完工払 前金払． 出来高払 回． 毎月払 G少 （ 四半期払 ） 

件 執行期間 契約締結の日から 日間または 平成~~年3月，~.！日 まで

名

生きがいと健康づくり推進委託及 摘要 No. 
び

ー－－－－－－－－－－－－
;' 

内 履行（工事場所） 延岡市
訳

※ －地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

備
・延岡市契約規則第21条第3項により見積書を徴さない。

考



平成 25年度 事業計画書（兼事務事業評価書〉 様式2
ロ投資的経費 -1l1f:§. 健康循祉部 高齢福祉眼

回施策的経費 ｜＠弘袋詰： 生きがいと健康づくり推進事進事業 03-0 l -<H-002--04 

~·~長期総合計箇における位置付け... ・念J：九 vふ l ,. ＠マ全体観襲、01的と篠.を毘旋す司5ことよ〉：行・6・：

~：ヶギ~~：. 賀町3錦共に支え合う安全・安心の地蟻づくり

お館？？名生きがいづくりの鍛造

延岡市＠実錐主体
娯高齢楽者、レがク生リエきがーいシのョンあなるど生の活余を暇営価め値るよのう促、忽味、＠計画期間 平成 12 年度～ 録年度 進を図

⑤事業区分 その他 ｝＼句野？纏；・I 継続 る．

＠：合計呑 特即J ［＇；~位11..•-1
＠岡部帽子関連事績不.拠法令書事・；ぞい’＿： ~与

介ボ生ナEき要がー保い受険と賞法健表康彰づ要く項り推進事衆運営要項

⑪自律違It状況・・・・・行政が行った活動の結果、どれだけ成果があがったのかを敵字で朱すものです． ，三 ! 

活動指棟 延－加者Cl: 成果指棟 ー

区分 H23'¥l支 日24年度 H25年度｛’tll) 区分 H23年度 ,. H24年度今 ”25年度t計百｝

目線 8，似目。 8,000 8,000 目 線 ー ー ー

実 S貧 6,127 実績 ー ー ー

開1限速周!ltlfl(¥) 76.6 回線速成皐制 ー ー ー

＠必要性・・・・・市民の社会的なZーズや、民間による代”ができないかどうかについての項目ですE

高齢化が進むなかで、高齢者の生きがいづくりや健康づくりのきっかけを提供することの事業の必要性は高い．

⑮緊急位、有効性、効寧性

高高し果齢働を思あ者者味げのコてミ娘生且いき務＝るがテ．レいィタとセヲ健ンェ康ターーづシを〈，りン拠の等点促のと進し余のて暇た、活高め動働にを者fl促が贋進生なしき役、が割高いを働の果者あたのるし生生てe活pいaをsる－送．、とる健こ康kがづで〈りきやる介よう碩な予多防’惨ななど甥に座大金き関な自成隠

RE理療保全性・・・・・2軍機保全や環浸食街についての項目です．

11!1に与える膨’F

ISOでの進行管理E

標題と対策

その他｛政当なし等）

環境保全の対象となる事業ではない．

の2
高働者の生きがいある生活のためにも事業の継続は必要である．現状維
持が適当と考える．

0 ·~事業の最終解価（※配入不要）

I Wii 16：現状維持｜ 理由 ｜ 

Ill¥｛立：守内］
＠？算科良を季、ヲゴ・；；と 予算見積書毘銭ページ

66 66 66 66 •! 地地氏支復事業安 ぐ、，； 25年度事費誕費ミど：：t~i. 士工事鱒負要： c-, '.:Jft. 1禰：：•ーを寸 安 IE，料 楠助金 報償費、 長調町周費 使用調且v””
項t介鰻予防事業費

当初 4,447 
4 241 131 70 5 

決定 4.447 
4 241 131 70 5 

＊~穂高務費：：t 開始合平成幻年度三f平尉停~J,: 子；a高s芝{ j総事即時民じ’·，，，.~即時皮1 ・：· ＇＇.＇.平成幻年度

26 053 4 144 4 121 4 447 4 447 4 447 4 447 
9.764 1 554 1 545 13・21 J..&.61 1 .. 堕6 1.666 －」ふ強E

13 029 2 072 2 061 2・18 2.224 2 224 2 224 2 224 
3.260 518 515 26 556 557 557 557 

区長 ？凶器拡留県補助制度崎事事1ぷ棒：手話今対三象T，額.；；込 はかL鎗助呼出車窓 j，ヰ；.：；~..；；＿：；徳三助長領主「言.r·::· ｛計画内容・積算芯礎） ｛針園内軍軍・積算Jli礎｝ Ct十蘭内容·~JJA!iit)

国介腹予防事業 4,447 25 / 100 1,111 

県介霞予防事業 4,447 12.5 / 100 556 

／ 

一元延長佐縦横点認恨み？；弘山議議 心ま対ミ象·~割減， ー拡充；遊興：：鵠！ （~J¥;＇持主主~：1f·~務z額J号、f之、

% 

% 

：；；，.そ~~弘知撞謀者名称：j介担保険料知(1号後保険舵1覧・支弘益金矧｝ ｜金額 2,224 道修. %進~· % 
⑫包年度の司，，限内容三：＇. （具体的な事剣f内容と積算.鎚絡を混入ι必要に応じ玄図面、見積書を添付｝：、か※※※輔助9i;・・4倭託先は必γ記入すヨ5こと薄縦波※

【事業内容】

高齢者が生きがいのある生活を営めるように、忽味・奴楽・レクリェーションなどの余暇活動の促進を図る
積算基礎】
耳慣主体 * .区分 事’E‘ 筒 ．， ’ R 寅 事歳費肉眼

••• 貧・企 1・・－”・ 受賞暑へ骨貧蝿金
ハートフ，~··事. 弧すー”’E .，.寅 関民晶” z・－”’ －・、厳，R・

使用嶋Jlt1賃．” 自．車・土” i.”・ 受賞宥，，，~，ー代

生・字冒事蹟 ：－.！＇－~－‘~·t'-J'. ••• ・償金 1・－．” ，．．金＜•.z”円＞＜J・｝盟書
市 市長杯グ，＂＇シ Fゴルフ犬舎． ．恒寅 賞周金 4.”’ ・・ーへ骨・~

’t~生t~lll-'78竃 市長綜ゲート'lfl.-J'.大ー ••• 貫．金 4，・” ・・図体，、（）8代
市長’F縛.大合 個慣費

一一一一一
賞．金 4.・” 値”h申．代

悔しみ創作舗． 陶費用属．，岨 f陶舟・3 爾用費 ・・費 ”－”’ 陶，，........ （陶，，，） （）・・・””
合 計 E”．制同ー

む£も生医学冒事周 掴’tllll! .慣費 縄償金 ···~岳ギ1・－“’ a・・金 t‘－”・門＞＜4四mg・・3・富貫主包宮中岨区合同
..’ ・償金 汁場制，a‘’” .... u.”桐川市店側帽．乱闘円拠晒•441, l.剛円川田m崎 3.,.. 

””.&• J'｝~J民側 It’E闘値巴......6岡崎晶寅

． 一一険恒一附開男警爵沼事制署併3・A個待し刊み費隅：・・・

’~・~字m冒.事.蹟．陶奮’k’E・3 需用費 信網寅 も神宮1,1u，”’ 陶，，.竃灯抽~(I・－”’円 x IZll) 
.，.寅 館町．寧’E i償金~＇＂·’” 写真..プリント代 〉ミ？of.旬
lltll費 通信遭・寅 ち•tゆ1’A” ＂••・切手
・.寅 ・償金 神様”・剛 遺同亀周巳’電通1'611••金（4，・OOPI x J・圃｝事薦
’E’ ’遣’t’ ニー脚”－’” ll•ci•’（7”円＞＜ JOB><Z住’l)

民 賃金 ;..a;.≪札”’………淀川｝ ) 
事粛’民巴働晶賃金 賃金

賃金 勝~ ヨ竃唱.：，肉骨生ーがい担a＜”JD円＞＜i保.6険時偶関4側1・日興12月＋館建個別費
174.’77円＋・・・断”’，4”円3・w ．・・・

聞． 生題字冒事寓 市tt•ttセ竃ナー ’lti網 ．髭’‘ “’－”・ 市民帽佳包埋ナー開値”E斜
合 計 4.141.t輔ー

． ft 4,447.”’ー

｛平成26・27年度銃規事業は開始年度の事案内容を記織する｝ ｛．進梯一一一一五

⑩，通年度実.仁ー '.".,,•:·· . 議離宇野議盤。高 iγ ←バ.；：：...輯竪ff,場環爵惜 ミ＂ I~i雇用見込み歎室主議ぜか！ .< 

平成19年度 4,608千円 14,232人 直後雇用 人
平成20年度 4,748千円 12,905人

間後庖m 3 人平平成成~~年年度度 4,547千円 13,528人
針 3 人3,704千円 8,867人

平成.23年度 3,786千円 6,127人 1~.法.のの拘実束絡性が－法令~に明aに定め），若』乃れ写て少いヨ5か〉

※24~/l'繍Eがある渇舎の当初予’E額 千円｝
4.法令上、定めがない．

ν 
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随意契約理白書

見積に付する
｜生きがいと健康づくり推進事業

事 項

履行場所｜恒富地区高齢者コミュニティセンター

予定価格 I3, 101, ooo円

地方自治法

施行令第 167条
｜地方自治法施行令第 167条の2第 1項第2号

の2第 1項中の

該当する号

当事業は、高齢者が家庭や地域社会などで、生涯を健康で生きがいのある生

l活を送ることができるよう、多彩な講座を受講し、趣味・娯楽・レクリエーション
随意契約 に｜

｜等で余暇活動の促進を図り、明るい活力ある長寿社会の実現に向けて、社会
付する理 由｜

’活動ができることを目的としている。目的に合致するサービス提供が可能な法

人が延岡市社会福祉協議会1者のみのため。

く〉見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法 令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担当者氏名
健康福祉部高齢福祉課総務係

志田尚之内線番号 532505

平成25年3月25日

随意契約理由書作成者

健康福祉部高齢福祉課長 佐藤和郎 毎）



生きがいと健康づくり推進事業委託契約書ぽ）

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会（以下「受託者Jと

いう。）とは、生きがいと健康づくり推進事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいと健康づくり推進事業運営要綱（以下「要綱Jという。）に定

める事業の一部（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託するもの

とする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の処理方法）

第3条受託者は、委託業務を要綱、別記及び委託者の指示に従い処理しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、 3, 701. 00 0円（消費税非課税）とする。ただし、委託期間

満了後、収支精算額が当該額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。

（契約保証金）

第5条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書及び請求書（以下「事業計画書等J

という。）を当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）の 10日までに提出しなければな

らない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは請求書を受理

した日から 30日以内に委託料を支払うものとする。

（定例報告）

第7条受託者は、委託者に対し、毎月 10日までに事業実施状況報告書により、前月分の委託業

務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（収支決算書等の提出）

第8条 受託者は、委託期間満了後20日以内に収支決算書及び精算書を委託者に提出しなければ

ならない。

（再委託の禁止）

第9条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たときは、

この限りでない。

（権利の譲渡禁止）

第10条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査）

第11条委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況その他の事項について報告

を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第12条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

何）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）



第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約金額の10分の lに

相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 13条受託者は、委託業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（負担金等の徴収）

第14条 受託者は、利用者から原材料費等の実費及び発注者の定める負担金を徴収しなければな

らない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項につ

いては、委託者、受託者協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏

別記
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実施方法

開催数は8回程度とする。

事業名 実 施 方 法

体験学習 1 5講座 (1講座につき90分× 6回）程度を開催する。

各講座の定員は 15人程度とする。

ただし、料理教室、陶芸教室については、 1講座につき 120分×6

回程度とする。

講師派遣事業 遠隔地区等に講師を20回程度派遣し、各種講座を開催する。

※事業は、上記の開催回数を目処として実施すること。

•J 



－
 H

H
H

”o
 

H
H
H
H
2
 

・・・・
E
E

－－－－－－

剛
山
町
副

0

・・・E
E
－－－－－－
E
－－－

H
H
H
H
H
H
u
l
 

－－－－－－－－－－ 

H
H
H
H
H
H
H
H
u
n
d
 

－E
・E
・－－

引
U
U
U
5

・・・・・・・・圃・
n
J
U

－－－－
E
E

－－E
E
－－E
－－
 

川
川
M
M
4

・・・・・・・・・・・・・・・
E

・・・

E
－－－－
E

・・
nu

m川
山
川

o

l
 

E
E
E
E
E
B
E
E－

nu 

－－－－－－－－－－ 

問
問
問
問
6

山
川
川
川

7

1
 

川
川
川
川

2

H
H
H
H
0
 

mm川
川
0

．．．．．．．．．． 
n
u
 

E
・E
・－－－－

－－E
・E・－－－
E

－－－－－
a
a
E

－

川
川
川
川
O

新年度

1251支出負担行為主

"' 
lt 

イ民番号＇0000276-000 

年度 2昨計I og介護保険特別会Y 所属 1200500高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 額 長 部次長 部 長 契約管理隈長 財政課長 陰計管理者
決

哩E 思

⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ＊ ＊ 
l議） ＊ ＊ 裁 ⑧ f€i 者

／ 

~ 
設計担当 事務担当 主務係長 予算担当係長 製 長 ’姐 ／ ， 

」－－－－
ー．

託

』－－－－------」－－－－ ⑧（｝. む課 ---- 、．，

25年 4月 1日予算区分。現年度予算 起票日

款 03 地域支援事業費 ※決裁日 ぞ・s-年字月／日
項 01 介護予防事業費

契約方法 3随契
目 01 一次予防事業費

細目 002地域介護予防活動支援事業

細々目 04 生きがいと健康づくり推進事業 予算配当額 4 241 000円
節 13 委託料

負担行為積額 3 701 000円
細節 52 生きがいと健康づくり推進委託γ

配当残額 540 000円

000 a ｜金 額｜ ¥ 3, 7 0 1' 

※支出方法 完工払 前金払・ 出来高払 回・毎月払 その他（ ¥iilキ鴻）

件
摘 要生きがいと健康づくり推進餐う／

名 委託場所 延岡市

等

相所方住手
債権者コード 0000000341 

住 所 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

氏 名 （福）延岡市社会福祉協強会／． 

名氏

」・－－一・ーーー一一ーーーーーーーー・ーーーーーーーー一ーー－ーーーーー・ーーーーーー一ーー－－－－－一ー－－ー－－－ーーーーーーー－－－ーー－－－－一ーーー一ー一－－－－－－－

』・ー一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一・ーーーーー一ー・ーーーーー，ーー
備

』ー－－－－－－－－－－－－－－ーーー・ーーーーー－－－一ーー・

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
考

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

』ー一－－－－－一ーーーーーー一ーー

2 5 I介護

（委託）伺鉦
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分割 支払内訳書

月／回 支出金額 支払日 月／回 支出金額 支払日

4月／1回 やふやc〆（舎l
申着払タ

一

7ミ ~，－＜tfJ/
支払済

7月／2回 ( 25 :-. 26 
／ 

高齢福益課
司・・・・・・圃固’~

10月／3回 ドSIミS--c

1月／4回

言十



" 

平成 25年 4月 8日

延岡市長．首・蕨正治 様

平成25年度生きがいと健康づくり事業収支予算書

（収入）

項 目 金 額 内 訳

委託料 3 701 000 店主きがいと健康づくり委託料， ,r 

dロ~ 計 3,701,000 

（支出）

項 目 金 額 内 訳

人件費 2,730,000 
事務員賃金1,440,000円指導員賃金 1,104,840円

法定福利費 175,000円 福利厚生費 10,000円判偽勾ル

損害保険料 4000 指導員総合保障プラン加入

諸謝金 594,000 体験学習講師謝金、補助員謝金

旅費交通貨 30000 講師派遣旅費交通費

燃料費 168 000 窯灯油代14,000円x12ヶ月

消耗品費 152,000 事務用品（コピー機トナ一、用紙代他）

通信運搬費 19 000 ハガキ、切手代

印刷製本費 4000 写真現像代 一

d口~ 計 3,701,000 



回 予算執行伺書 （ 委託 ） 

年度 25 会計l09 介護保険特別会計／ 200500 高齢福祉課
担当者 予算担当 主務係長 庶務係長 課長補佐 課長 部次長 部長 副市長 決 課長

⑮ ⑧ ⑧ （；多 ② ⑧ ＊ ＊ ＊ 裁 ⑧ 
者

契約管理課長 財政謀長
,,. 

，〆

i口~ 

⑮ 議告）⑮ 事⑨
予算区分 0現年度予算 起票日 2印問日｜決裁~年以？日 契約方法随契 契約担当課 高齢福祉課

予算配当額 a55,oool 予定金額 a5s.oool 工事財源国・県・地・単

款 03 地域支援事業費 項 02 包括的支援事業・任意事業費

目 02 任意事業費 細目 002家族介護支援事業

細々目 02 認知症高齢者見守り事業 節 13 委託料

細節 SL認知症サポータ一等養成委託料

／ 
予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

｜予定金額｜ 半855,ooq/] 
支出方法 ｜ 完工払 前金払． 出来高払 回． 毎月払 @c概算払）

件 執行期間 契約締結の日から 日間または 平成~6年3月.~.！固 まで

名

認知症サポータ一等養成委託及 摘要 No. 
び ーーーーーーー・・・・・・

内 履行（工事場所） 延岡市
／ 

訳

※ －地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

備
・延岡市契約規則第21条第3項により見積書を徴さない。

考



平成 25年度 事業計画書〈兼事務事業評価書〉 様式2

阻止且前隼望盟 睡趨 健康福祉郁 回蘭蝿圃 高帥術祉錬
‘a a圃・...'""". 口投資的経費

回施策的経費 問灘糊 偲知症高齢者見守り事事業 開糊認知間僻見守峨瞳慣欄 03-02-02-002-02 

｛跡l（世：千円｝

②長期総合計固におlt-15位置付け、γ ＠全体概要・〈自的と’H~~2l!ずるC と...) ~i~.予算書耳目出l•~＜：t 予算見積•E・ページ 70 

釜本自国第3飾共に支え合う安全・安心、の絶織づくり
ii:; 地緩支t費事業費 .：；判吟25 －~甲車且？‘~；：：，~j·}: :;:i;:宅問負，tュごごトm士地、，青山、z，.，三徳Cf買突、 、1安託”草寺，マ ‘禰別金八 備品賜入，e灘鵠縫的鋪 司九務費

頃i任一憲一司区．業安，サR・
当初

~＇.：’Ii ＞・4名 介鰻予防・生活支tiサービスの充実 ｛目的及び概要｝
、、．町 一、 0 ・匂

立a法i 
855 855 

径窓事業費
決定 855 

855 

＠実鎗主体延岡市
18知症は、要維介に護も状起悠こりにう至る簡る大のき病な気原に因起に因もすなる

ものであり、

＠計賀郡関 平成 21 年度～ 年度

るる犯毘心そ．家知知しまこ族て症症tで暮へをサ、らも理sボ関gせ大解知ー係るき症タし檀まな2ーは闘8ち負知を、づ・担拍本織盛〈に車人や白町つは・し人を団な．もや目体カfとE寵指唱よ等知族すり．と本gもを協E人温のi力こをかなでし支あっな〈見てるえがも．守てら安いる、⑤事指区分 その他 ｜＠訴・鎗｜ 継続

。会計名 特別 1·：~位置＂·~延岡市金犠

＠関連針田・関連.，民〈事E拠法令’~.；·否Ji、’P「

ぷ以4記泌：説総iがが隣な封じ接
試総’鶏安；~~ ’R始～平邸2年度 ：比率成制年度三、J

~－ιとP；λ＝·~ゴ・' 

、平成お年度 イ平成調停度J ，憲司Z成27年度繰望書 ＂＂平成 28年度以降

5 054 779 855 855 8551 855 855 

議司葉三ι正事守

国J宅被保出鼻 3 003 468 507 14・22 507 
一一ーす一一-AQ.7.

一同町一一一一507
断言語宮方議長摘
を議整担；者鋭、，a 1 050 155 179 3 179 179 L一一一”白”＿Jl~
総司直~~司~~－~スa 1,001 156 169 27 169 169 169 169 

幽 機瀬被周狼鎗助韓国度儲称）.t?,,i.i，＇？•，~~ i；格発t舟組合0~ i，~；，：鋪負担l.~受f与 ；！ャ'.li ，~＇.｛<J:,繍L助行額、·：·＇；，＇t-:';": ｛計画内容・繍’JJitー｝ ｛計画内容・積’Uiilf) (t十質内容・積’Uiiー）

厚介鰻生保労険働省法rm絶知h氏症支を領知事り業地実媛施を要つ綱くる（任』キ意ャ事ン業ベ｝ーン 国包緒的支健司，..任怠事業費 855 39.50 / 100 338 （賃金｝ 288，似lO円

’R包緒的支領事案・任意事業費 855 19.75 / 100 169 (nl師断金｝ 26,000阿

／ (111~＆，） 122,200円平成26年度に同じ 平成26年度に同じ

⑪目縁遠成状況・・・・・行政が行った活動の結果．どれだけ成果があがったのかを敏牟で示すものです． ·~：：： ＂＇＇：包’·：j；~＇：！ ＇償γ － ’J '. J対A：•銅烈． . ＼：•究費 .1.:: ご川正充当草額轡嚇麟F｛通信連鰍｝ 28,000内

活動指療 開催回数 成果S留保 .加者数 % ｛手歎草寺｝ 228,000阿

区分 日23年度 ト包4年度 “お隼度（~贋｝ 区 分 ト包3年度 国 4年度 H25年度償十周3 % 毎附千円｜

回線 50 50 50 目 線 800 800 l.000 ピモ；.：＿ti'＞：＇：；：飽~＇.·Mi~~·名体、j介思保険制1% 金額 179 進~司E %進妙司E % 

実績 27 実績 関3 @,25年度の羽E’R内11\';p：.：；（具体的Lt.r••内容と積算事u処司事を包み.~.d!S裏に応じて図面、見積・e象付〉 ；減翼民様”．助＊·•託.＊~必ず毘入すること翼民到底翼~ t 

目棚.成~ 78包 目縁遠慮$制 121‘ 
⑫~•t生・・・・・市民の生士会的な＝ーズや．民間による代”ができないかどうかについての項目です． 【事案内容】

社会循祉協磁，プ会研に修Eを8知開症催サしボ、スーキタルーア養ッ成プmを座図開る催等のための事務調盤を寄託する• IS知症サポーター養成講座の他lこ、講師役のキャラパンメイト
のフォローアッ 、 る．

がタ隠事『ーっ寵知覇をて知箆広調、症也〈は盤に養知のな成現症司っF在しにEて~つ局も他者い安lの畿まて心佳事の正しM業不SしてJに安·：暮関昏理のら連解託ーせさすす固るせるるまとて人．もち展2がづE開え噌〈さ町えせ紐品．て高地、吋働蟻う観社でた点支会め金をえに持合迎はちえう取よ行市組う政内とみ加す金がる総、大社し厳切は会に公での．あ的aあEる砲Eら~ゆ闘要るが限年妥掴代当の金で一対あつ象るでに．あサるボ．ーした
【運営主体】

延岡市社会繍祉錦織会

［積算彼処】

賃金鮒｛サ金ボ（ーサタボーー養タ成ー養講座成連m座絡調艶）
6000円× 4日× 12月＝ I 288,000円

m師） 4000円× 50回＝ 200,000円

⑬緊急性．有効性、効.性

m師附金（フォローアップ研修） 50000円× l回＝ 50,000 円円円

m梢盟粍玄品通費貨｛サ（ボフォーロターーア養ッ成プ研研修修~Rチラシ・lftし込み用紙作成
10000円× 1回＝ 10,000 

40円× 500錦＝ 20,000 

ボ緊Hー2急タ0性ー年は養度高成品もいJ座S知開鐙催サがボ可ー能タに一な隻っ成てmいEる~.の有m効師性役、（効キ串ャラ性バとンもメにイ高トい）を．集成してきたことで、市内各地多数のサ

⑪濁JI保全性・・・・・II筑保全や環境負荷についての項目です．

標~教材・リング 100円× l蜘餌＝ 150,000 円円
資料作成 20円× l蜘御＝ 30,000 

消粍品費（フォローアップ研修）資料作成 56,000円

通信運搬費 電話代（サボーター餐成研修） 1000円× 12月＝

~－ー」~冊同E陶。旦門円円切手代（フォローアップ研修） 80円× 200敏＝

緩込み手歎料 630円× 20回＝

リング送料

環境に与える’E・その他｛政当なし等｝ 合計 855,000円

隠0でのま直行’fJl.1－~保全の対象となる事業ではない．

際題と対策

｛平成26・27年度筋線事業は開始年度の事案内容をE’Eする｝ 「-u-.－－－－一一ーヌ

⑩♂通年.It’ll•, 九二...段、＼勺γ 、 、： ・・：＇鞘 ⑮書店周見込み敏 %語：完

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度｛見込み｝ 直後雇用 人

キャラパンメイト纂成研修 50人（l回｝ 39人(l回｝ 43人（l回） 0人（0回｝ 間後贋m l 人

I!知症サボータ－・成銀座 l,626人（49回｝ 972人（39回｝ 903人（27回｝ 1,500人（50回｝ 針 l 人

キャラパンメイトフォローアップ 132人(l回｝ 芸多械法のの拘脱~が位齢：に附4 ほ’め，ら’れで：＜£.い京寄砲付・栢 悼 E
350千円 825千円 716千円 855千円

喧＜＇ 24年度繍疋が書、~盛会の当初予算額 千円｝
3.治法体令の上判、定断めにら安れねてらいJるが、~絡するかどうかは
自 られる．



認知症高齢者見守り事業実施要綱

（目的）

第 l条 認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や

その家族を支援する認知症サポータ一等を養成し、関係機関・組織・団体等

と協力しながら、認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることのでき

る地域づくりを推進することを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業の実施主体は、延岡市とする。ただし、その実施については、適

切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとす

る。

（定義）

第3条 認知症サポーター 10 0万人キャラバンにおける「キャラバン・メイ

ト養成研修Jを受講し、全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録された者

をキャラバン・メイトと称する。

2 認知症サポーター 10 0万人キャラバンにおける「認知症サポーター養成

講座」を受講した者を「認知症サポーター」と称する。

（キャラバン・メイト養成研修事業）

第4条 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座Jの企画・

立案及び実施を行う「キャラバン・メイト」を養成するため、キャラパン・

メイト養成研修を実施する。

2 キャラパン・メイト養成研修の対象者は、次の各号のいずれかに該当する

者で、 「認知症サポーター養成講座」を原則としてボランティアの立場で行

える者とする。

( 1 ）認知症介護指導者養成研修の修了者

(2）認知症介護実践リーダー研修（認知症実務者研修専門課程）の修了者

(3）介護相談員

(4）社団法人認知症の人と家族の会会員

(5）認知症に関する基本的な知識や介護経験等があり、上記に準ずると延

岡市が認めた者

3 キャラバン・メイト養成研修は、全国キャラバン・メイト連絡協議会の定



めるカリキュラムに基づき、実施されるものとする。

4 キャラバン・メイト養成研修を受講した者は、認知症を応援する者の印と

して「オレンジリングJの配布を受け、「キャラバン・メイト」として「全国

キャラバン・メイト連絡協議会に登録されるものとする。

5 登録者の情報は、認知症サポーター養成講座の実施を目的として、延岡市

において管理するものとのする。

6 キャラバン・メイトのフォローアップ研修を開催し、スキルアップを図る。

（認知症サポーター養成講座事業）

第4条の 2 地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーター

を養成するため、認知症サポーター養成講座を実施する。

2 認知症サポーター養成講座の対象者は、地域住民、職域、学校、広域の団

体・企業等の従事者などとし、対象の拡充のために、啓発活動に努める。

3 認知症サポーター養成講座は、全国キャラバン・メイト連絡協議会の基本

カリキュラムにそった内容に基づき、キャラバン・メイトを講師として実施

するものとする。

4 認知症サポーター養成講座修了者には、キャラバン・メイトを通じ、サポ

ーターの証となる「オレンジリングJを交付するものとする。

5 キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座終了後、サポーター養

成数を把握し、延岡市に報告するものとする。

（費用の負担）

第5条 キャラバン・メイト養成研修及び認知症サポーター養成講座の参加費

用については、原則として無料とする。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年 1月19日から施行する。

この要綱は、平成24年 4月 1日から施行する。



認知症高齢者見守り事業委託契約書 〈幻

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受託者Jとい

う。）とは、認知症高齢者見守り事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、認知症高齢者見守り事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に基づく業務（以

下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託料）

第3条 委託者は、委託業務の委託料として、年額85 5, 0 0 0円（消費税非課税）を支払うも

のとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額が当該年額を下回った場合は、その精算額をも

って委託料とする。

（契約保証金）

第4条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（委託料の支払）

第5条 受託者は、委託者に対し、事業計画書及び請求書（以下「事業計画書等Jという）を4月1

O日までに提出しなければならない。

2・ 委託者は、事業計画書等の内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画書等を受理した日か

ら30日以内に委託料を支払うものとする。

（事業実績報告書及び収支精算書の提出）

第6条受託者は、委託者に対し、委託期間満了後10日以内に、事業実績報告書及び精算書を提出

しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第7条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。

（権利譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査）

第10条 委託者は必要があると認めるときは、委託業務の実施状況その他の事項について報告を

求め、又は実地に調査することができる。

（事故及び損害の責任）

第11条業務の実施中に生じた事故及びその業務により生じた事故及び損害については、委託者に

故意又は重過失のない限り、受託者がその負担と責任において処理に当たるものとする。

（事故報告）

第12条前条の事態が生じたときは、受託者は速やかに委託者に報告しなければならない。

（契約の解除）



第I3条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4) 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22

号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約金額の10分の lに

相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償＇＇ ~ 

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第14条受託者は、委託業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（協議）

第15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項につ

いては、委託者及び受託者が協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自 1通を保

有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏



随意契約理白書

見積に付する
｜認知症高齢者見守り事業

事 項

履行場所｜市内公民館等

予 定 価格 I855, ooo円

地方自治 法

施行令第 167条
｜地方自治法施行令第 167条の2第 1項第2号

の2第 1項中の

E妥当す る号

随意契約に

付する理由

当事業は、認知症に関する正しい知織を持ち、地域や職域においてUl知症

の人やその家族を支援するm知症サポーターを養成し、関係機関・組織・団

体等と協力しながら「認知症になっても安心して暮らせる町づくりJの実現のた

めの事業である。

行政との連傷を持ちながら、関係機関へのはたらきかけ、協力・連機体制

づくり、ネットワーク化の推進等の事務局機能を担うことのできる法人が1ヶ所

のみのため。

。見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担当者氏名
健康福祉部高齢福祉課高齢者支媛係

山崎真梨子 内線番号2560

平成25年3月25日

随意契約理由書作成者

健康問帥祉課長佐藤和郎⑧
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新字11!

12s 1支出負担行為書 （委託）伺無〆
/I伝票番号I0000277 -ooo 

所属1200500高齢福祉課09介護保険特別会計

；｜⑧ ＊ ＊ 

契約管理課長｜財

£：~， 
占五f¥:)

r・

長

＊ 

部部次長

＊ 

長予算担当係長l繰

⑧ ⑧ 
主

⑧ 
~ , 

;sfl. 
Jι 

託

1日4月25年

日月之s年※決裁日

負担行為済額

O円配当残額

予算区分10 現年度予算

款 103 地減支援事業費

項 102包括的支媛事業・任意事業費

目 102 任意事業費

細目 1002家族介護支援事業

細々目 102 認知症高齢者見守り事業

節 113 委託料

~in 151 認知症サボータ一等養成委託事シr

課

3随契

855 000円

855 000円

予算配当額

契約方法

／
 

O
 

o
 

nv 
¥ 8 5 5, 額l会

. ． 
〆

その他（取引久）毎月払回出来高払前金払完工払※支出方法

r ， ,, ． 
要認知症サポータ一等養成委託摘

－仲

T，4
，
 延岡市委託場所名

等

∞α>000341 

延岡市三ツ瀬町 1T目12番地4

（福）延岡市社会福祉協議会

債権者コート．

住所

氏 名

相
手
方
住
所
・
氏
名

， 
I ， 

備

考

2 5 I介護



．． 

巨 ヨ／予算執行伺書 （ 委託 ） 

年度 25ト会計 Iog介護保険特別会！V 200500 高齢福祉課

担当者 予算担当 主務係長 庶務係長 課長補佐 課長 部次長 部長 副市長 決 課長

⑧ ⑧ （~ ③ ⑧ ⑧ ＊ ＊ ＊ 
裁 ⑧ 
者

契約管理課長 財政媒長 ノ

え口』

⑮ゲ｜ゆ⑨／
議⑧⑧ 

起票日 2印 月25日｜決裁齢制月.:i；日／ ／ 

予算区分 0 現年度予算 契約方法随契 契約担当課 高齢福祉課

予算配当額 312,000J 予定金額 312.0001 工事財源国・県・地・単

款 03 地域支援事業費 項 02 包括的支媛事業・任意事業費

目 02 任意事業費 細目 002家族介護支援事業

細々目 04 家族介護者交流事業 節 13 委託料

細節 51 家族介護者交流委託料／
・、

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細節

｜予定金額｜ 半312'000/] 

支出方法 ｜ 完工払 前金払． 出来高払 回． 毎月払 ~ （概算払）

件 執行期間 契約締結の日から 日間または 平成~§年3月.~.！日 まで

名
及 摘要 No. 家族介護者交流委託／
び
内 履行（工事場所） 延岡市
訳

※ －地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

備
・延岡市契約規則第21条第3項により見積書を徴さない。

考



平成 25年度
口投資的経費

• 

前年当初p・21

事業計画書〈兼事務事業評価書〉 様式2

回施策的経費
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①一一
家族介腹者交流事

＠長期健合計画における位置付け 4・a ’－ ＂、・＇！‘令e・、.! ‘ ＠二全体練裏〈目的と鍍要を箆舵す~－＝·と.－，＞. .,・r・・:o::・ 

a本自積 第3郎共に支え合う安全・安心の地織づくり

施~·鯨 ：1，名安くり心して福祉サービスを利用できる仕組みづ

③実鎗主体 延岡市

介睡をk酷すに図置る者によ．るしし同り．てて士、玄い見介が：t:.，る容軍安看加か章友涜銀者ら見しを乗情に交介るも報像曹鱒E等置か神布換でら的しす得一‘．らるネ身時れ構ッ体的た会ト的にヲ情をー負岡後慨タ組敏世ををLの広す檎．唖線介る翁械こ＠針圃期間 平成 14 年度～ 毎年度

⑤事.区分 その他 I JI）斬 ·~·~1 継続

①金十世十名 特別 ｜：＠位置錦、4
⑨ r'関連針困・関連事•·tU砲滋電算

延介岡担保市家険族法介組員鐙底者支t交R流，司~実.‘要項要綱

⑪目練達成状R・・・・・行政が行った活動の鯖果、どれだけ成果があがったのかを敏字で来すものです．

活動指II交流会開倒回歎 I 成果指保 •m唱t’k
区分 H23年度 H24年度 H25年度｛僻回3 L区分 H却益事度 H例年度 H25.ll:（齢冨1

関係 2 2 2 目 領 60 60 60 

実績 2 実績 52 目...・ω 100 ns逮買主$伺 86.7 

⑫必要性・・・・・市民の社会的なエーズや．民間による代”ができないかどうかについての項目です．

百u突の介護負犯による、虐符などの事例が滑加している現状で、その負総の鰻械に寓がる当飯事業の必贋性は高L

⑪緊急性、有効性‘効$住

在事宅業介を：寄要託してしたいりる、稼’践k材を費身’体Fの的実・精貨を神S的E加な者負負犯fをE健にす滅するこるとたでめ、にコ緊スト急を性削は減高すいる．． 

＠環!l保全性・・・・・環洩保全や環筑負衝についての項目です． 、．
ー

環境に与えるJo;・その他｛餓当なし等）

路Oでの進行管理 －~保全の対象となる司JJ慢ではない．

銀題と対策

の2
＊肢の介E費負担の心理的な鱈械を図るために有効な事業であり、現状維
持が適当．

健康福祉郁 高齢福祉限

業 家集介鰻支揖事業 03-02-02-002-04 

ヤーh ・
＠：予算科目庁挺γ1';:予算見積書Ii!・ページ 70 

~！ 絶緩支II事実 噌ぷEミ舗F存度司~－－. .：：..~.：：－...－.＇.－：－， －工事繍負’＇・ ：周＂•之費：＝：＇.:・:-' ~・ GU’ ~•n帯 ゐ補助金 備品目湾入実 曹三 .. ・-•111野安

包佳怠括事的業支領専業・ 当初
312 312 

佳怠事実’E 決定 312 312 

ぷ没実秘験鵡湿材り？総持長
ー訪韓司，..... ；~ 開始～平成幻年度 平々成.....鹿長

設泉．‘町：，＇・手；;' 
~：＼：平成部年度－：r 2平成！！年度一一 平成27"1皮－ E平良!8年度以...

l 872 312 312 312 312 312 312 

要貫置一

国民；民改JQ滑； l.llO 185 185 14・22 185 185 185 185 

賞品崎君主功績

岩見•i；~~清掃噂飽： 390 65 65 3 65 65 65 65 

梅線，t:•~.. ~~ 372 62 62 7 62 62 62 62 

区5..;§;t~；：：1周県繍助制度情事事じ：；弘主 ：事こf持．、象z 領·.~ ~l; ：－.：：；~＇·衝動隼i霊長 三つμτデ補助額； ＇：＇~ ~；， . ｛計画内軍事・積’J&iU｛計画内容・積算猛ii) （’tlli内容・繍’u"u
国 包指・径窓事業 312 39.50 / 100 123 

県包指・径窓事業 312 19.75 / 100 62 

／ 

♂：.~11~·：ふて・；府組 ;.f}i；：·：ミ債総ミ~n：：.~＇·：.・：：，；： ::fr－：／.対j魚：i鯛：：~：.： ；~，，必先 1l!f~.混按 .,\;l:,:;-o.：；：：｝充当額、；•：；.».

% 

% 

コミタヒぬ；tll'{.¥:+:l:;'..：島教二：｜第1号敏保険者保険料21' ｜金額 65進妙皐 %進~· % 

。 25年度＂＇..••内容）~：－.《具体的な事.内容と積算.. 縄.を包入．必要に応じて図面、〉見積，を添付｝ 液※業補助免·＂~征先は必ず包入す壱こと策液凝 t"・ 

【事業内容】
在宅で高齢者を介護している家主実に対して、介限から一時的に開放し、日帰り研修、B値段見学を実施することにより、介穫者相互の交流を図るとともに、
身体的・精神的な負担の鰹械を図る．

【積算彼処］

《曇挺先支出》報償費（際師耐金20,000円×2回） 40千円

賃金（社修事務費6,000円×10日） 60千円

調書用費等｛消耗品21,000円・印刷製本30,000円、材料費、昼食代等82,000円 133千円

役務費（通償還娠費40,000円、後込手数料2,000円、損害保険料2,000円） 44千円

借上げ料（マイクロバス60,000円・会渇使用料5,000円×2回） 70千円

い 7千円］勝、約千何（枝荊）
《曇征先収入》.加実収入（駒内X70名｝ 35千円

~託先 延岡市社会傷祉協踏会

｛ 進惨率 % （平成26・27年度筋線写実は開始年度の事案内容を記織する｝

＠通年度実鏑7 ・: > ;ir:itうん＇.：－；・，：.日・ ・・； .，・：＇－ ‘ e ～ ．． ’Iii ， ⑮電雇用見込みIt ・ヲo! t a門 書幅 ‘ 

平平平平平底成成成成~l年年年年年度度度度度 開開傭偏僧 2回 曾5加加加加加者者者者者鍬敏敏散散 36人 決決決決決算算算算算割割割割額 312千円

直後雇用 人

2回 42人 312千千千千円
間後贋m l 人

開 2回 40人 312 円 針 l 人

開 2回 58人 312 円
開催催 2回 52人 312 円 ｜マd誌の治面的に”に定められているか3炉

※24年度裕正がある渇合の当初予’E舗 千同1
3臼．治法体令の上判、定断めにら安れねてらLれ、るるが．、実‘するかどうかは



延岡市家族介護者交流事業実施要綱

（目的）

第 1条 家族介護者交流事業（以下「事業」という。）は、高齢者を介護してい

る家族に対して、介護から一時的に開放し、交流会、研修会、施設見学等

を実施することにより、身体的－・精神的な負担の軽減を図るとともに、要

介護高齢者の在宅生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

（対象者）

第2条 事業の対象者は、本市に住所又は居所を有し、概ね65歳以上の高齢

者を現に介護している家族とする。

（事業内容）

第3条事業内容は次に掲げるものとする。

(1）相互の意見及び情報交換会の開催

(2）調査等による広報誌等の発行

(3）相互間のネットワークの形成

（利用回数）

第4条 宿泊に伴う事業に参加できる回数は、年 1回の利用を限度とする。

（費用の負担）

第5条 利用者は、教材等に要する実費相当額を負担しなければならない。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。



随意契約理白書

見積に付する
｜家族介護者交流事業

事 項

履行場所｜延岡市社会福祉協議会

予定価格 I312, ooo円

地方自 治法

施行令第 167条
｜地方自治法施行令第 167条の2第 1項第 2号

の2第 1項中の

該当す る号

当事業は、在宅で高齢者を介護している家族に対して、介謹から一時的に開

放し、日帰り研修、施段見学を実施することにより、介霞者相互の交流を図る

随意契約に｜とともに、身体的・精神的な負担の軽減を図り、意見交換等で得られた情報を

付する理由｜広報紙にして未参加者にも配布し、ネットワークを構築することを目的としてい

る。目的に合致するサービス提供が可能な法人が延岡市社会福祉協蟻会1

者のみのため。

く〉見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担当者氏名
健康福祉部高齢福祉課総務係

志田尚之内線番号532505

平成25年3月25日

随意契約理由書作成者

健康福祉部高齢福祉課長 佐藤和郎

e
 



家族介護者交流事業委託契約書ぐ実）

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受

託者Jという。）とは、家族介護者交流事業（以下「事業Jという。）の委託について、

次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、延岡市家族介護者交流事業実施要綱（以下「要綱」という。）に基

づく業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託する

ものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年3月31日までと

する。

（委託料）

第3条 委託業務の委託料は、年額 312, 0 0 0円（消費税非課税）とする。ただし、

委託期間満了後、収支精算額が当該年額を下回った場合はその精算額をもって委託料

とする。

（委託料の支払）

第4条 受託者は、委託者に対し、事業計画書及び収支予算書並びに請求書（以下「事

業計画書等Jという。）を 4月30日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは内容を審査し、適当と認めたと乏は、事業

計画書等を受理した日から 30日以内に委託料を支払うものとする。

（契約保証金）

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第6号により免除する。

（事業実績報告書等の提出）

第6条 受託者は、委託業務終了後、速やかに事業実績報告書、収支決算書及び精算書

を委託者に提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第7条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を

得たときは、この限りでない。

（権利の譲渡禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委

託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査）

第 10条 委託者は必要があると認めるときは、委託業務の実施状況その他の事項につ

いて報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。



(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4) 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条

例第22号）第2条第 3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約金額の 10

分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（事故等の報告）

第 12条 受託者は、委託業務の実施により事故等が発生したときは、ただちにその内容

を委託者に報告しなければならない。

（損害賠償）

第 13条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えた

ときは、その損害相当額を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん

補するために必要な保険に加入しなければならない。

（秘密の保持）

第 14条 受託者は、委託業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（費用の徴収）

第 15条 受託者は、委託者の指示に従い、利用者から教材等に要する実費相当額を徴収

することができる。

（協議）

第 16条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのな

い事項については、委託者、受託者協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、

各自 1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路 2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4

社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏
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新年度

I 25 I支出負担行為書 （委託）伺無，
／〆l伝票番号I0000278 -ooo 

裁｜⑧＊ ＊ Jをさ
・，fb~

09介護保険特別会V
予算担当係長l課 長｜部次

⑧｜⑧ 
~ :x 

託

1日4月25年

※決裁日

契約方法

312 000円

312 000円

予算配当額

負担行為演額

予算区分10 現年度予算

款 103 地減支援事業費

項 102 包括的支援事業・任意事業費

目 102 任意事業費

細目 1002家族介護支媛事業

細々目 104 家族介護者交流事業

節 113 委託料

細節 151 家族介護者交流委託ダ

課

O円配当残額

¥312 額｜金

毎月払 その他（麻薬仏）回出来高払前金払完工払※支出方法

要家族介護者交流委段

委託場所

摘
件

名 延岡市

等

。。00000341

延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

（福）延岡市社会福祉協議会 t 

債権者コード

住所

氏 名

相
手
方
住
所
・
氏
名

一一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一

一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一一

備

考

2 5 I介護
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平成 25年度家族介護者交流事業収支予算書

，，，， 

／ 

1 収入 （単位：千円Y〆

科 目 金 額 説 明

委託料〆 3 1 2 〆延岡市委託金 31 2, 0 0 0円
;' 

負担金 3 5 参加者負担金 500円×35名×2回＝＝35,000円
． 

3 4 7// 

2 支出

科 自 金 額 説 明
~ 

諸謝金 ．し‘ 40 講師謝金 5,000円×4名×2回＝＝40,000円

消耗品費 4 5 
用紙代 5,000円 プリンタラベル 4,500円

／ 封筒代 3,000円 他消耗品費 32,500円

通信運搬費ど 、， 40 メール便 80円×250通×2回＝＝40,000円

~ 

手数料 4ご
v 2 振込手数料 630円×2回分＝＝1, 260円

／ 

損害保険料 i
仁ノ 2 行事保険 28円×35名×2回＝＝1, 960円

／ 

‘・

賃借料 L ¥, 7 0 
マイクロパス使用 60,000円

／ 会場使用料 5,000×2回＝＝10, 000円

租税公課 ~ 2 
委託契約書用収入印紙代 200円

平成笥汗度分消費税 l, 500円／

雑費 8 6 
つどい利用料 1,000円×35名×2回＝70,000円

， 
／ 

／ 他雑費 16,000円
／ 

経理区分繰入金 ど／ 60 事務負担金＠6,000円× 10日＝＝60,000円

合計 3 4 7 
ι 



も

｜課室名 高齢福祉課

起 案 日 ~s年 7 月／日 決 裁 日 々芯年下月 i日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案 健康福祉

副 市長
責任者 部長

高齢福祉課長 ． 

③ ⑧ ⑧ （争
Tel532501 ／ 

高齢者援 課長補佐兼 意見
係長 介護認定係長

⑧ ⑧ Aロ、 議 者

予算担当
契約管理

財政課長
課長

⑧ ⑧ ⑧ 
．， 

意見

⑧（彦 ⑧ 
広報のべおかへの掲載 要 ＠ ホームページへの掲載 要 ＠ 
件名 ：平成25年度「生きがいデイサービス事業」に係る委託契約の締結について

標記の件につきまして、別紙の通り契約を締結します。

__ J_ 

記

氏名 ： （福）桜ケ丘福祉会

理事長甲斐一生

－－－－－－－－〆－．．．．．．

外＿？.g＿法人

＜裏面に続く＞
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 契約期間 平成 25年4月 1日～平成 26年 3月31日．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

~－委託料 利用 1 回当たり~： ! 0 0円J
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．

~·予算 民生費社会福祉費老人福祉費生きがい対策事業

生きがいデイサービス事業 委託料／

予算額 !2: ~~~.＝ ~2 0円
／ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

-----------------------------------------------. ------------~ --------------------------..: --------------------------------------------------
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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見積に付する

事 項

履行場所

予定価格

地方自治 法

施行令第 167条

の2第 1項中の

該当する 号

随意契約理白書

生きがいデイサービス事業

通所介護事業者

10, 563,000円

地方自治法施行令第 167条の2第 1項第 2号

当事業は、介護保険非該当者で介護予防が必要な高齢者や被虐待高齢

』者に対し、機能向上プログラムや健康観察を実施し、自立した生活の確立と
随意契約に｜

｜自己実現の支媛を行うことを目的としている。
付する理由｜

I 目的に合致するサービス提供が可能な事業者がこれら団体のみであった

ため。

く〉見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法 令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担当者氏名
健康福祉部高齢福祉課高齢者支媛係

甲斐恵美子内線番号532507

平成25年 4月 1日

随意契約理白書作成者

健康福祉部高齢関長 友清明愈



、

生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人桜ケ丘福祉会（以下「受託者」という。）と

は、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、さくらんぽデイサービス

センターにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

．ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市夏田町41 8番地1

社会福祉法人桜ケ丘福祉会

理事長 甲斐一生
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人康生会（以下「受託者Jという。）とは、生

きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、敬寿国デイサービスセ

ンター及び水明荘デイサービスセンターの2か所において委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市昭和町3丁目 9番地3

社会福祉法人康生会

理事長 赤須 巌
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人みのり会（以下「受託者Jという。）とは、

生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、みのり園デイサービス

センターにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の 1に相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市岡元町630番地 1

社会福祉法人みのり会

理事長 甲斐英孝
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人ふれあい福祉会（以下「受託者Jという。）

とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、ふれあいの里デイサーピ

スセンターにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第 10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市沖田町2240番地 1

社会福祉法人ふれあい福祉会

理事長 柳田高志
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人三ツ薬会（以下「受託者Jという。）とは、

生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、東海デイサービスセンタ

ーにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2・ 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2) .受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市無鹿町1丁目 2031番地4

社会福祉法人三ツ薬会

理事長大崎 茂
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者jという。）と社会福祉法人千寿会（以下「受託者Jという。）とは、生

きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、北浦町デイサービスセ

ンター及び島浦デイサービスセンターの2か所において委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実資額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市北浦町古江2.69 3番地

社会福祉法人千寿会

理事長 渡部頼貞



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人真隆会（以下「受託者Jという。）とは、生

きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、恒富東デイサービスセン

ターにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第 10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市長浜町 1丁目 1765番地 1

社会福祉法人真隆会

理事長田中英隆



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と一般財団法人延岡市高齢者福祉協会（以下「受託者Jとい

う。）とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、岡富デイサービスセンタ

ーにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書’（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第13条受託者は、利用者から施設利用料として260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市山下町1丁目 7番地9

一般財団法人延岡市高齢者福祉協会

理事長 児玉悦生



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と株式会社サンハート（以下「受託者Jという。）とは、生

きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、サンハート延岡において

委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補する’た

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市浜町5090番地

株式会社サンハート

代表取締役 染矢美敏



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と有限会社かぼちゃの家（以下「受託者Jという0 ）とは、

生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、デイサービスセンターか

ぼちゃの家において委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等」という。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実資額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市無鹿町2丁目 3281

有限会社かぼちゃの家

代表者浜田幸代



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と有限会社ひだまりの家（以下「受託者Jという。）とは、

生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、有限会社ひだまりの家に

おいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市川原崎町84番地1

有限会社ひだまりの家

代表取締役戸高通孝



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と特定非営利活動法人あさがおの会（以下「受託者Jという。）

とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、あさがおの家、及びつわ

ぶきの家において委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市古城町2丁目 10番地4

特定非営利活動法人 あさがおの会

理事長 柳 田 義 則



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人延岡市社会福祉協議会（以下「受託者Jとい

う。）とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、北方デイサービスセンタ

一及び曽木デイサービスセンターの2か所において委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と有限会社アドニス介護支援サービス（以下「受託者Jとい

う。）とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第l条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、デイサービスセンターこ

のみの郷において委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市大貫町3丁目 720-1

有限会社 アドニス介護支援サービス

代表取締役田中聖子



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人豊寿会（以下「受託者Jという。）とは、生

きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、きたがわ荘デイサービス

センターにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第 10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市北川町長井5565番地8

社会福祉法人豊寿会

理事長杉野茂樹



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者jという。）と有限会社メープルウェルフェアーサービス（以下 F受託者j

という。）とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、デイサービスひまわりに

おいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等」という。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残回数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地l

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市北川町川内名 8424

有限会社 メープルウェルフェアーサービス

代表取締役社長小野真介



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者jという。）と染矢産業株式会社（以下「受託者Jという。）とは、生き

がいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、北浦デイサービスセンタ

ーにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「誇求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市大貫町5丁目 1997番地1

屯染矢産業株式会社

代表取締役 染矢美敏



生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と医療法人悠隆会（以下「受託者Jという。）とは、生きが

いデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、老人保健施設鐙邑苑にお

いて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第 10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市北川町川内名7055番地2

医療法人悠隆会

理事長田中英隆



． 

生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と株式会社メデイカル東九（以下「受託者Jという。）とは、

生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、グランドヒルデイサービ

ス及び大貫ひまわりデイサービスにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 l回の利用につき2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



• 

(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残回数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実資額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市鶴ヶ丘2丁目 2002番地2

株式会社 メデイカル東九

代表取締役 染矢美敏
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と特定非営利活動法人ささゆり（以下「受託者Jという。）

とは、生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、ささゆりデイサービスに

おいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。



(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の 1に相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

．受託者 延岡市緑ケ丘4丁目 19番6号

特定非営利活動法人 ささゆり

代表理事 太田清海
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と有限会社エンゼル学園（以下「受託者Jという。）とは、

生きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、デイサービス向陽におい

て委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき2, 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第 5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるo

（契約の解除）

第 11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市野地町2丁目 3925-117

有限会社エンゼル学園

代表取締役河野幸雄
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と有限会社すずらん（以下「受託者Jという。）とは、生き

がいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第1条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月3I日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、デイサービスセンターす

ずらんにおいて委託業務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 I0日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第l項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第I0条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第II条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実質額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市大貫町5丁目 1545番地

有限会社すずらん

代表取締役染矢圭一朗
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生きがいデイサービス事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と医療法人社団政和会（以下「受託者Jという。）とは、生

きがいデイサービス事業の委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第l条 委託者は、延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱（以下「要綱Jという。）に定める

業務（利用決定に関する業務を除く。以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、受託者は

これを受託するものとする。

（委託期間）

第2条委託業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（委託業務の実施）

第3条受託者は、在宅高齢者生活支援サービス登録を受けた者に対して、高橋医院において委託業

務を実施しなければならない。

（委託料）

第4条委託業務の委託料（消費税非課税）は、 1回の利用につき 2. 7 0 0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務の処理に実際に要した費用が同項の規定により計算した額

を下回った場合は、当該実際に要した費用をもって委託料とする。

（委託料の支払）

第5条 受託者は委託者に対し、毎月 10日までに前月分の委託業務に係る請求書および事業実績

報告書（以下「請求書等Jという。）を提出しなければならない。

2 委託者は、請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理

した日から 30日以内に委託料をその指定する口座に振り込むものとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 受託者は、委託業務を要綱及び委託者の指示に従って処理しなければならない。

（契約保証金）

第7条契約保証金は、延岡市契約規則第27条第1項第6号により免除する。

（再委託の禁止）

第8条受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得たとき

はこの限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第9条 受託者は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、委託者の承

諾を得たときはこの限りではない。

（実地調査）

第10条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第11条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1）受託者がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。

(2）受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
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(3）契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4）受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、契約期間における解除

日までの委託料を日割計算した額に解除日後の委託期間の残日数を乗じて得た額の2分の lに相

当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。，

4 委託者は、第1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、その賠償

の責めを負わないものとする。

（秘密の保持）

第 12条受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（利用料の徴収）

第 13条受託者は、利用者から施設利用料として 260円、原材料相当の実費額として、給食費

40 0円、入浴料300円、送迎料として40円を徴収しなければならない。 （消費税非課税）

（損害賠償）

第 14条受託者は、この契約に定める義務を履行しないために、委託者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。

3 受託者は、前項の規定による損害賠償に備え、それにより受託者に生ずる損害をてん補するた

めに必要な保険に加入しなければならない。

（協議）

第 15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するために、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自 1通を

保有するものとする。

平成25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地1

延岡市

延 岡 市 長 首 藤 正 治

受託者 延岡市北浦町古江2349番地4

医療法人社団政和会

理事長 高橋博和
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ロ投資的経費

回施策的経費
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事業計画書 〈 兼 事 務 事 業 評 価 書 〉
前年当初P- 19 

生きがいデイサービス事業｜①事i集会

②長期総合計図における位置付け 曙箪，，，.，..... ゆ ⑩全体鍍要〈目的と続要£－at，みること．〉

畠~I目哩．綱• 第3郎共に支え合う安全・安心の絶織づくり ｛目的及び鏡要｝

純マ描r探t込介康予防・生活文銀サービスの充実

る健ピフ介介疑スォ康護を寝ロい観ー提予係の療怖供肪あ憤をにるすの非実コ商利る必臨鑑．働用要当し者しが．者て等日あやも常にる元ら高生、う気デ．齢活あイ者動っサや作ぷー掴酬デビ持糠イスサ金セな畳ーどンのけタピスーてサのでーい
③実屯鎗w． 主体~ 延岡市

＠針画期間 平成 12 年度～ 毎年度

⑤..区分 単独 ｜⑥車時二継｜ 継続

＠会計名 一位 ｜⑥位置等｜ 延岡市全繊

⑨関連計百・関連司E黛 J担処法令司事 ・‘ 警喝事

介廷E岡童保市険生法きがいデイサービス事業実施質例

⑪目線達成状況・・・・・行政が行った活動の鎗果‘どれだけ成果があがったのかを敏字で示すものです．

活動指棟 :flllfl者数 成果指傑 ー

区分 H23年度 H24年度 ”25年度｛針商｝ 区分 ”23年度 H24年度 ”25年度｛計画】
日銀 6，“i6 6,000 3,912 目 保

• a 4.527 実績 ー ． ． 

＂＂霊園 E・ω 67.9¥ 目板連成$ω ー ． 

⑫必要性・・・・・市民の社会的なエーズや、民間による代”ができないかどうかについての項目です．

筋介2線費保の受険け非入政れ当I者主、の元受気けあ入っれぷ事シ業ニとアしデてイ、サニーーピズスがのあ事るた後め、も、し必く要は性うっは傾痛向いや．後膚符疑いのフォローのみであ

る．

⑪緊急性‘有効性、効E慢性

当緊まのた急人、性が元は受気、けあ高らっくれぷなるシいサニがーア、ビ高デス齢イはサ者本ーの事ピ幡業ス和のとl側高介諸働鰻事者予業短防と期フし宿ォてロ泊の一の有事み効業）性とはし高てい、． ｛後虐待疑いの高働者で、介績:g定非該
特に閉じこもり予防に効果があると曾える．

＠環司直保全性・・・・・環境保全や環境負街についての項目です．

環境に与える，~· その他（該当なし等｝

ISOでの迎行管理 環境保全の対象となる事案ではない．

限 .IDと対策

の2
二次予防事業対象者や、繍神的あるいは家路的な問題を抱えている高働
者などにも必贋な事業であり、現状維持が妥当．

0 事務羽E’Rの量終E平価（※配入不要）

｜際価 16：献納｜理陶｜

月繍正予’lP- 圏
一
団

健康蹴鶴 岡慰謝

生きがL、対策事実 晦審割謝

ur圃

高齢樋経線 、
03-01-04-004-15 

~1予算見積書箆餓ページ

盟止fil

76.4521 18.0001 16,2001 I 10.5631 10,5631 10,5631 10,563 

岡県補助制度備制揮器対k杭J対象湖調副議補助；恥樹司船ル泌L納湖と眠点：投!i<IC針両内野・aJJ,r;aiiI＜計画内若手・flJJ1'船｜｛川内容・fOlAUtl

~：縄繍耐緩和点空債捕手正義；ヲ；減U判対？鉱閉：：寸断長充当持者','t:·l-1::1·;.'; ；~；，先4当額J；よ？で＇： t：句、

% 

% 

a司＝－.. ！＞ 他掃割； 各政；J司 ｜金額｜ ｜進妙$ %｜進妙$ % 

⑪.＿25＿~.度の·.••内容明主〈具体的な司i•内容と寝算4蛾絡を包λii／必要に応じて図面U見積曾を添付〉￥桜※※捕助先 ：~託先は必ず包入すること・ 3反※※
【事業内容】

市内デイサービス事業所に『生きがいデイサービスJを委託する．

①対象者 ・元気あっぷシニアデイサーピス終了者

－うつ傾向や敏膚待疑いなどで、心身の観療やフォローが必要な者

②安託料 2,700円／回

＠利用料｛個人負担） 1,000円
ci値段利用料 260円．食事代400円，入浴料300円．送迎40円 針1,000円／回｝

＠受託先 22法人、 26箇所

｛領｝康生舎、｛福｝みのり会、（緬｝ふれあい福祉会、（福）三ツ薬会、（縞）千舟会、（箔）真隆会、（福）桜ケ丘福祉会、（財）延岡市高齢者福祉憾会、
（有）.，，..，，－卜（有）かぼちゃの家、（有）ひだまりの家、（特非｝あさがおの会、｛繍）延岡市社会福社協磁会、（有）アドニス介護支援サービス、（福）豊実事
会、（有）メープルウzルフェアサービス、、染矢産業（株）、（医）悠隆会、｛練｝メデイカル東九、（特非）ささゆり、（有）エンゼル学圏、（有）すずらん

頃）干~＆.
［積算仮処1 新規利用者は限定してL、るが、本サーピス利用の前鍵となってL、るげんきアップデイサーピスの利用者が憎加しており、

連動して本←ピスへの移行者も滑えてくると尉コれる．

現利用者は介護保険にゆるやかに移行してL、るが、今後の新線笠録のt曾加と実績を勘案して見込んでいる．

2ク0円×叩

《事業費》 10,563 千円

（平成26・27年度筋線事実は開始年度の事業内穏を記叙する）

⑮4過年皮，電鏑 h，ペ片＝とム子山γ料‘；《乞＞，~言 ＇；~＇.＇－：：·. 易桝ム嵐；，.；マ‘，...., 九命.＿.：・J云：「 F：γ正，；.

延利周回数決，E額 延利周回数 決，E額
平成20年度 8,014回 21,637,800 円 平成23年度 4, 527回 12,222,900円

平成21年度 7, 228回 19,515,600 円 平成24年度 1,837回（上半期） 見込み 3,816田

平成22年度 5, 576回 15,055,200 円 10,304 千円

r--ilf~苛1－－－－－－－－－一－－－－・・－3
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延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱

（目的）

第 1条 生きがいデイサービス事業（以下「事業j という。）は、家に閉じこも

りがちな高齢者に対し、老人デイサービスセンターにおいて健康状態の確

認、生活指導、日常動作訓練及び生きがい活動等の各種サービスを提供す

ることにより、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービス」という。）を受けること

ができる者（以下「対象者Jという。）は、本市に住所を有する概ね 65歳

以上の高齢者であって、介護保険における要介護認定により非該当と判定

された者又は要介護認定を受ければ非該当と判定される見込みがある者の

うち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

( 1 ）特定高齢者デイサービス終了者で、引き続き生きがいデイサービス

を利用することが介護予防に資すると認められる者

(2）高齢者虐待があり、定期的な身体観察が必要な者

(3）その他市長が必要と認める者

（実施施設）

第3条事業は、老人福祉法第 10条の4第 1項第2号に規定する老人デイサ

ーピスセンターにおいて実施するものとする。

（利用の申請等）

第4条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申

請書（様式第 1号）及び診断書（様式第4号）を市長に提出しなければな

らない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、在宅高齢者生活

支援サービス決定（却下）通知書（様式第3号）により申請者に通知する

ものとする。

（利用回数）

第5条 サービスは、原則として 1週間に l回の利用を限度とする。

（費用の負担）

第6条 サービスを受けた者は、基本事業として 260円、食事、入浴及び送

迎を利用した場合はそれぞれ400円、 300円及び40円を加算して負

担しなければならない。

（その他）

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則



，邑

．合

この要綱は、平成 12年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。



平成 25年度 事業計画書〈兼事務事業評価書〉 様式2
高齢福祉腺

,. ＂電 z~・－ . ロ投資的経費

回施策的経費 協議鰯
~ 

地犠包括支鍾センター曇！託事業 03-02-01-002-01 

＠・長期健会計画Eにおける位置付け ！、， e ＠：会修復裏《目的と概漢を記臆すること『1＞；’．

§司E・：i｛~・ ’Pl3~ 共に支え合う安全・安心の地~づくり

.鰍‘1名く安り心して福祉サービスを利mできる仕組みづ

4及す家るにz高a地こる。華分と酎域．な福町けが者包橿て鎗祉圃の括、Zの合ま~·支4槽相し圏、k身橿行も過鋭域、のセ．うを窓にこ本健ン包と口1タ康市4括にvでー所で且よ的あは由は問りるに地、セ市た宜主そン域内め語置のタ円を、の保すー身高1安る健を1近齢の定こ殴匪な者と生の置僚をや地活たのし目様そめ圏て向的のにに域い上とあ

③実鎗主体 延岡市

＠計画期悶 平成 18 年度～ 年度

⑤事援区分 その他 h~斬1・1.·I 続続

①会計名 特 別 F~位置等1

＠関連針薗・‘関連事a·a1梅法令－~·· プ ；：‘7~：· る．

廷介鰻岡保市険地h法a包循支mセンター運営事業業純度綱

⑪目縁遠戚状況・・’・・・行政JJ＜行った活動の結果．どれだけ成果があがったのかを敏字で示すものです．

活動指傑 相自史実績件Cl:（延件敏｝ 成果指楓 公的福祉サービス利用宥歓

区 分 “お年度 日2"年度 “お年II＜計回 区ー分 H23年度 出 4年度 “25年度｛計画）

日銀 23,000 23.似lO 23,000 ロ 相a 500 500 500 

実績 27,679 実績 352 

日・温.・ω 120.3 目..逓成$ω 70.4 

⑪必要性・・・・・市民の社会的なユーズや、民間による代”ができないかどうかについての項目です．
... 

る怯2の区法抱タ会・高令峻ア働構倒巴マ上包健健者ネ僑槽法な：支ど却人抱.Jの怖ンのE主セ旭トSに体R来ン械S寄はタ高Eで託・ー市】のとにしで町騒てしよは村て動事っ．でのて業がヨあド東はを十司るF廊‘発分Zこセ震も‘にとのー行が’し行他タ。て定え－にていめなa繍いるらいR定る．れt"の介Rて平況欄思い慮が員予る金1も．防8図考市年ヨ区的町え度銀な村にの事緩吋般直業れい営置所てばの以【おな他要来らり3、~な民指a和い問定~信・委介も2低に縄そ思がの予隠定例肪めさにxれら旗aれたれの彼ててZおR保いSり険極な量．者い本が．に市多今闘で〈後す． は

⑪緊急性、有劾佳．効.性

タのあハ組専ーる実ー門織は現ト住聴地にフ民誠｛寄ル社がに与プ会身おラし福近てンけ徒2るいに1士慢何るに、．d畿お誌保とでけ健しきるて師るEのz【窓看，役E口E限制Eと師周金し≫果て．し．主たて観す任絶ねニ介峻中：タEが学支ア期伎担シ待のス専さ佼テ門れ区ム員てにのい｝金擁1る4属V立．所周をの縄すセるげンたてタめおーにりが．は股そ昼置の低さ中現れで在て絶のい域寄る包こ託括と潤で支が、復’必‘セ’要Rン，で、

＠環織保全性・・・・··~健保全や環織負荷についての項目です．

..に与える，~· その他｛政当なし等｝

応Oでの進行管理 環境保全の対象となる事黛ではない．

鰻思と対.

0 この事業を所管する観畏の評価（司IU傷事業の1次評価）

I IHI ls：現状維持｜ 理由 ｜出こ定叫た如M ・

0 この事業を所管する部長の評価（事続車業の2次評価）

｜ 際 価 16：現状維持｜ 理由 ｜訟に定川た事実で払

0 ・E務司，.の最終解価（※配入不要｝

I n価 l6：現状維持｜ 理由 ｜ 

『ーー．． . 
＠！予算特B－~.：.，~.ワえ： 予算見積．記・ページ 69 •: 地均車:xm事業安 ＼；.！’，；＇.＂、 ·.~~-tli許可，，， f’ h：『E .；九“周地噴lげ ···；~・ー；慣五，t:il 叫J寄託事帯、： ぃ補助金 信品a.入費 司h荷受

項t包話的支m事業・4

当初

明注
総合側店従事業貸

142,500 142.500 
決定 142,500 142,500 

e句，h主Ls』”：‘tよ・仰J、1“が－－制V‘：！・‘；：桜dル~＂銭:., 必・h: 

；.＇.•組事療骨肘‘ 開始1平成担年度 写芽駒4修復‘：： ：て~：’・F－も ぷ否。串廊持訓ニミカ ,; .. ，平成舗停度：ド＼ f、，平脚7年度に 司Z庇28年lrj以降ー

1 387.920 675 420 142 500 142 500 142 500 142 500 142.500 

置聞、由民
国 ；.：＿脇工高副会 831 432 409 278 84 431 14・22 84 430 84 431 84 431 ~.l 
調色’ミ童謡曲r:;.t.~·’E
そ~：：.~；－：.＿O)~ .. r: ... 279 372 129 745 29 925 3 29 927 29 925 29 925 担~怨
•a;•.:'f~ 277 116 136,397 28,144 27 28 143 28,144 28,144 28.144 

~~ 2工作ぴ代田県舗助制度t名称r:・:tf,；示3ド？荷ユ象；額’~~＂＇· ；：ザ繍助第・ワ＼ : ''.・ j i ：··~ ·~ i鋪助額：：：：；~ど〉 ｛計画内草F・棚’Ulifll ｛計画内容・積算~fl) ｛肘画内野・f圏第五礎｝

国包拒~・任意事業 142,500 39.50 / 100 56，却7

県包指・任意事案 142,500 19.75 / 100 28,143 

／ 

＇・，・起，，＋三＼債’： ;・.・_..・:.:: ・'. 付帯..~除、額~ ；~ 二三事溢•－’ “光臨・.It （.’ 

% 

% 

～司？の．他：Zt：，名称＼.I鰐l号彼保険者保険斜21% ｜金額 29,927 進妙. %進修司E % 

⑫ 25年度の司J.内容’ （具体的な事S院内容と寝第.鎚等をEλー必要巴応ピて図面よ見碩・を事付｝ 議議目隠・舗助先·~託先は必ず包入すること桜※※

【事業内容】

①の関各介との種穫連ネ予絡ッ防調トケワ整アーマク＠ネの総ジ傷合メ銀ン相ト⑪駁＠支保担健二次福⑦予祉高防・介齢事護者業保膚対険符象サ対者ー応のビ及把スび握に福つ③利い高鈍て齢穫の者啓＠実発地悠続⑫把の保掻介健＠陵福サ支祉ー援サビ専ース門ビ釜員ス本スの台時のz帳m支の代担監行側⑨と調支⑤整援鑑国策銀に事閲例すへるの情指線海復・供助及言び⑪関地係織機

（~託先】
康生会（2ヶ所）、三ツ薬会、みのり会、ふれあい福祉会、高齢者福祉也会、.隆会、社会福祉也織会（本センター1箇所、サプセンター3ヶ所｝

【積算後処】

t’ 

・本センター 15,000,000円 × 8ヶ所 : 120,000,000円 （内訳： 15,000,000円＝5,000,000円X3人（専門駿）

・サプセンター 7,500,000円 × 3ヶ所＝ 22,500,000円／（内訳：7,500,000円＝5,000,000円×1.5人（専門駿）

’十 142,500,000円

／ 

｛平成26・27年度筋線事業は開始年度の事案内療をE’食する｝ ！ 進妙. % 

＠”通年度実・・；二，：・＿・叱 ，、色．，一’．‘一i・，，ム，e，・》』......,.-.• ;; ⑩，庖周見込み敏点、 F叫....... 屯

H~四2~年年年年年度度度度度 125,250千千円

直後雇用 人
H 128,250 円 間後厄周 31人
H 142,500千円

針 31人
H 142,500千円
H 142,500千円｛見込み） 1τ••«＞窓訴訟杭嶋崎められ，て．いるか） ,,'If 

※24年度補EがあるUJ合の当初予’E舗 平岡｝
にl.l法Eめ令ら上れ、て実い結る方．法や..費等も含め実‘が明磁



延岡市地域包括支援センター運営事業実施要綱

（目的）

第1条 延岡市地域包括支援センター運営事業（以下「事業Jという。）は、高

齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことに

より、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的

とする。

（対象者）

第2条事業の対象者は、介護保険法（以下「法」という。）第9条に規定する

被保険者（以下「被保険者Jという。）及びその家族等とする。

（設置者）

第3条 地域包括支援センター（以下「支援センター」という。）を設置できる

者は、延岡市包括的支援事業運営実施要綱の規定により、延岡市より包括

的支援事業の実施について委託を受けた者とする。

（設置の届出）

第4条 支援センターを設置しようとする者は、あらかじめ次の各号に定める

事項について、届出を行わなければならない。

地域包括支援センターの名称及び所在地

一 法第百十五条の四十第一項の委託を受けた者（以下この条において「受託

者」という。）であって、法第百十五条の三十九第三項の届出を行うものの

名称及び主たる事務所の所在地及び並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名

一地域包括支援センターの設置の予定年月日

四 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

五地域包括支援センターの平面図

六職員の職種及び員数

七職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

八営業日及び営業時間

九担当する区域

十収支予算書及び事業計画書

十一 適切、公正かっ中立な業務の運営を確保するための措置について記載し

た文書



， 

困 予算執行伺書 （ 委託 ） 

年度 25 会計 Iag介護保険特別会計 200500 高齢福祉課
担当者 予算担当 主務係長 庶務係長 課長補佐 課長 部次長 部長 副市長 決 市長

；⑧ ⑧ ⑧ ③ ~で§竺：r.子ゎ－ ⑧ ／ ⑧ ⑧ 裁

r、E三~“三~~玉，~二·~，ー
者 L〆

契約管理課長 財政課長
， 

ムロ

⑮ ~） G_閤~／議⑧ 
起票日 2印月2判決裁同問月ザ日

， 

予算区分 0現年度予算 契約方法随契 契約担当課 高齢福祉課

予算配当額 142,soo.ooo I 予定金額 142.soo.ooo I 工事財源国・県・地・単

款 03 地減支援事業費 項 02 包括的支援事業・任意事業費

目 01 総合相談事業費 細目 002地域包括支援センター委託事業

細々目 01 地域包括支援センター委託事業 節 13 委託料

細 節 51 地域包括支援センター委託料／
#' 

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細 節

予算配当額 予定金額 工事財源国・県・地・単

款 項

目 細目

細々目 節

細 節

｜予問｜ 半142,500,000J 
7 ／ 

支出方法 ｜ 完工払 前金払． 出来高払 回． 毎月払 色~（四半期払）

件 執行期間 契約締結の日から 日間または 平成~~年3月－~－1 日 まで
名

地域包括支援センター委託及 摘要 No. 
び

－－－－－－－－－－－－－ 内 履行（工事場所） 延岡市 ／ 
訳

※ －地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

備
・延岡市契約規則第21条第3項により見積書を徴さない。

考



十二 その他必要と認める事項

（事業内容）

第5条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1）延岡市包括的支援事業実施要綱に規定する事業

(2）法八条の二第十八項に規定する介護予防支援事業

（相談協力員）

第6条 被保険者等の保健福祉サービスの利用促進を図るため、支援センター

に地域包括支援センター相談協力員（以下「相談協力員」という。）を置く。

2 支援センターは、定期的に相談協力員の研修等を実施するものとする。

3 相談協力員は、支援センターと連携して次の各号に掲げる業務を行うもの

とする。

(1) 被保険者及びその家族等に対する保健福祉サービス及び支援センター

の紹介、啓発

(2) 被保険者及びその家族等からの相談事項の支援センターへの連絡等

（延岡市地域包括支援センター運営協議会）

第7条 支援センターは延岡市地域包括支援センター運営協議会（以下「運営

協議会Jという。）と連携し、支援センターの適切な運営、公正・中立性の

確保その他支援センターの円滑かっ適正な運営を図らなければならない。

（連絡会）

第8条 運営協議会の下に、延岡市地域包括支援センタ一連絡会（以下「連絡

会」という。）を置く。

2 連絡会は、市及び支援センターの職員をもって組織する。

3 連絡会は、毎月開催する。

4 連絡会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 各支援センタ一間及び行政との情報交換及び連絡、調整

(2) 運営協議会で協議すべき事項の取りまとめ

(3) 被保険者等の処遇検討等

（相談等に要する費用）

第9条 支援センターにおける相談、指導、助言等に要する費用は無料とする。

（守秘義務）

第 10条 事業に携わる者は、事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはな



らない。

（その他）

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 18年4月1日から施行する。



延岡市包括的支援事業実施要綱

（目的）

第1条 延岡市包括的支援事業（以下「事業Jという。）は、介護保険法第9条

に規定する被保険者（以下「被保険者Jという。）が要介護状態等となるこ

とを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限

り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援すること

を目的とする。

（対象者）

第2条事業の対象者は、被保険者及びその家族等とする。

（事業内容）

第3条事業内容については、次の各号に掲げる業務とする。

(1）被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、

その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護

予防事業に関するケアマネジメント業務をおこなうこと。また、特定の

高齢者に対し行われる介護予防事業の対象となる者の把握を行うこと。

(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態又は家族等の状

況、その他の必要な実情の把握を行うとともに、問題やニーズの評価を

おこなうこと。

(3) 保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、被保険者及びその家

族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サ

ービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳（以下「サービス基本

台帳」という。）を整備すること。

(4) 保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情

報の提供、関係機関との連絡調整及び連携体制の構築を行うこと。

(5) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための支援を行うた

め、総合的な相談業務をおこなうこと。

(6) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための業務その他の

被保険者の権利擁護のため必要な援助を行うこと

(7) 地域の介護支援専門員を支援するため、日常的個別相談への対応及び

事例検討会や研修、制度や施策等に関する情報提供を行うこと。

(8) 支援困難事例等について、地域の関係者や関係機関連携の下で、具体



的な支援方針を検討し、指導・助言等をおこなうこと。

(9) 地域の保健医療福祉サービスや社会資源の状況を把握した上で、地域

における様々な関係者のネットワークを構築すること。

(10）各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用

方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての

啓発を行うこと。

( 11）被保険者やその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続

の受付、代行等の便宜を図る等、保健福祉サービスの適用の

調整を行うこと。

( 12）高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活

をおくれるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等

を開催すること。

（実施の委託）

第4条 延岡市は、老人介護支援センターの設置者、社会福祉法人、医療法人、

その他市町村が適当と認めるものに対し、事業の実施を委託することがで

きる。

2 前項の規定による委託は、事業のすべてにつき一括して行うこととする。

（地域包括支援センターの設置）

第5条 前条の規定により委託を受けた者は、事業を実施するため地域包括支

援センターを設置することとする。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。



随意契約理白書

見積に付する
｜地域包括支援センター委託事業

事 項

履行場所｜延岡市中央地減包括支援センター他10箇所

予定価格 I142.soo.ooo円

地方自治法

施行令第 167条
｜地方自治法施行令第 167条の2第 1項第2号

の2第 1項中の

該当する号

随意契約に

付する理由

本事業は、高齢者の心身の健康及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを

目的としている。本市では、地域の身近な相談機関として、また国の進める地

域包括ケアシステムの中核機関として、日常生活圏域（概ね中学校校区）に1

箇所のセンターを設置している。事業内容は中立公平であることが求められ

ており、本市が綾定している日常生活圏域で目的に合致するサービス提供が

可能な法人がこれらの法人のみであるため。

。見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担当者氏名
健康福祉部高齢福祉課高齢者支援係

甲斐保孝内線番号532508

平成25年3月25日

随意契約理白書作成者

健 康 問 高 齢 関 長 町 郎6



包括的支援事業委託契約書（実）

延岡市（以下「委託者j という。）と社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会（以下「受

託者Jという。）とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の

委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 l条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成26年 3月 31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第 3条 受託者は、委託業務を、延岡市恒宮西地域包括支援センターを本所とし、延岡市

北方地域包括支援センター及び延岡市北浦地域包括支援センタ一、延岡市北川地域包括

支援センターを支所とした 4カ所において実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり

1件 1月当たり

37, 500, 00 0円

3 0, 0 0 0円

4. 0 0 0円

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第 2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第 8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾



を得たときは、この限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

{l) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

{2} 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

{3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

住） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の 1に相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日
委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4
社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把混業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑪地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書〈宋）

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 みのり会（以下「受託者Jという。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市南方地域包括支援センターにおいて実施しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター lか所当たり 15. 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 o. 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第 2号及ぴ第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等」という。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

但） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の 1に相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場．合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年 4月 1日

委託者延岡市東本小路2番地 1
延岡市

延岡市長首藤正治

受託者延岡市岡元町 630番地 1

社会福祉法人 みのり会

理事長 甲斐英孝



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑬地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書（菜）

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 康生会（以下「受託者Jという。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市中央地域包括支援センター及ぴ延岡市土々白地域包

括支援センターの 2カ所において実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15. 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 o. 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月一 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及ぴ精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第 9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



． 

（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

任） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（飛揚の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする・0

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月1日
委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延 岡 市 長 首 藤 正 治

受託者 延岡市昭和町3丁目 9番地3

社会福祉法人康生会

理事長赤須 巌
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別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把渥業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬、介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑪地域ケア会議の開催
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包括的支援事業委託契約書 集）

延岡市（以下「委託者」という。）と一般財団法人延岡市高齢者福祉協会（以下「受

託者Jという。）とは、包括的支援事業（以下「事業」という。）の実施に関する業務の

委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月 31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市岡宮地域包括支援センターにおいて実施しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 1 5. 0 0・o.0 0 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 o. 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及ぴ第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等」という。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及ぴ精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後 5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

但） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月1日
委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者延岡市山下町 1丁目 7番地 9
一般財団法人 延岡市高齢者福祉協会

理事長児玉悦生
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別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑩地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑬地域ケア会議の開催
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包括的支援事業委託契約書〈来）

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 真隆会（以下「受託者Jという。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市恒宮東地域包括支援センターにおいて実施しなけれ

ばならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 o. 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第 2号及ぴ第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。
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（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

何） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第 3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月1日
委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市長浜町 1丁目 17 6 5番地 1

社会福祉法人真隆会

理事長 田中英隆
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別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネ y トワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑪地域ケア会議の開催
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包括的支援事業委託契約書（来〉

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人 ふれあい福祉会（以下「受託者J

という。）とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託に

ついて、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市恒宮南地域包括支援センターにおいて実施しなけれ

ばならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15, 000, 00 O円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 o. 0 0 0円

1件 1月当たり 4' 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及ぴ請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及ぴ第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後 5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及ぴ要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。
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（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

但） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市沖田町 2240番地 1

社会福祉法人 ふれあい福祉会

理事長柳田高志
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別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑬地域ケア会議の開催



． 

包括的支援事業委託契約書 （来）

延岡市（以下「委託者jという。）と社会福祉法人 三ツ薬会（以下「受託者」という。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第 2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年3月 31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第 3条 受託者は、委託業務を延岡市東海地域包括支援センターにおいて実施しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15. 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0, 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第 8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第 9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。
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（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

住） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の 1に相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路2番地 l

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市無鹿町 1丁目 20 3 1番地4

社会福祉法人三ツ葉会

理事長大崎 茂



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び速携体制の構築

⑤総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑬地域ケア会議の開催
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新年度

I 25 I支出負担行為主

... 

ν〆

｜伝票番号lo卿 64一 000

年 度I2昨計Iog介護保険特別会最／ 所属120附高齢福祉課

予算担当 主務係長 予算担当係長 謀長 部次長 部長 契約管理眼長 財政課長 陰許菅理者
決

書R 思

⑧ ⑧ ③ （争レ／／ 設干怠3方) 
＊ ＊ 裁 ⑧ 

ぷロ』 ／ 者

設計担当 事務担当 主務係長 予算担当係長 限 長 警鐘 ／ ． 
戸，主t

レ－－－－
－・

託 」－－－－
レ－－－－ I 陸⑥課

~ 

予算区分。現年度予算
、、 '..LV

起票日 25年 4月 1日

款 03 地域支援事業費 ※決裁日 ぞ＞＆－年手見！日
項 02 包括的支援事業・任意事業費

契約方法 3随契
目 01 総合相談事業費

細目 002地域包括支援センター委託事業

細々目 01 地域包括支媛センター委託事業 予 算 配 当 額 142 500 000円
節 13 委託料

負担行為済額 142 500 000円
細節 51 地域包括支媛セント委ザ

配当残額 O円

a a a LI ｜金額｜ ¥ 142, 5 0 0, 

※支出方法 完工払 ・6金払）－ 出来高払 回・毎月払 ． その他（四千羽 ） 

件
摘 要地域包括支援センター委託

名 委託場所 延岡市

等

相所手方住
住 所

（別紙明細）
氏 名

氏
名

』ー－－ーーーーー・ーー一－－－ーー一ーーー一ー一－ーーー・ーーーーー・ーーーーー一一・ー一ーー

』ー －－ーー一－ー’－ーーーーー・ーー一－一ーーー

備
』ーーーーー一ーー，ー－－－－－－－－一一ー－ーー

」・ー・ー一一. －ー－－－－ー・ー一一ーー・ーーーー一－－－－－－－－－ーーーーー一ーーー－－－－－ーーーーーー一ーーーーー－ーー一ーーーーー－－ー・ーーー一ーーー・“ーーーー・

考
』ーーーー・ー一回ー一ーーーーーーーーーーー－－一ーーーー一ーー恒ーーーーー一ーー・ー一一・ー一一－－－ー’一ーーーー－－－一ー一ーーーー－－－ーー

ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

2 5 I介護

（委



／ 

債 権者内訳書
住 所

No. 
氏 名

延岡市昭和町3丁目 9番地3

001 I （福）康生会 ／ 

延岡市昭和町3丁目 9番地3

002 
（福）康生会

／ 

延岡市岡元町630番地1

I （福）みのり会 ／ 
003' 

延岡市無鹿町1丁目 2031番地4

004 
（福）三ツ薬会

同：4イ＇¥f ,¥7十フ

延岡市沖田町2240番γ
， （福）ふれあい福祉会

005' 

／， 

金

｜伝票番号Iooo削 ー 000

額 （円）

15 000 000 

／ 

15 000 000 

15 000 000 

15 000,000 
／ 

〆

／ 
」／

，， 

15,000，。。シ

／ 

1頁



2頁

債 権者内訳 書 ｜伝票番号Ioo附 4 ー 000

No. 

住

氏
（円）

所

名
金 額

延岡市長浜町1丁目 17 6 5番地1

， （福）真隆会
006' 

／ 
15,000,000 

／ ／ 

延岡市山下町1丁目 7番地9

0071一般財団法人 延岡市高齢者福祉サ
／ 

15,000,00ν 

延岡市三ツ瀬町1丁目 12番地4
ヘ
／
／

宮

t
ノ

r
o
dらm

w
 

q
－1
 

J
M川
一

4
F

K
4
4
F
 0081 （福）延岡市社会福祉協齢／ 37 500 000 I/ /v 



分割支払 内訳

室田

月／回 支出金額 支払日 月／回 支出金額 支払日

4月／1回 35 625 000 

／ 

幻主斎
7月／2回 35,625,00シ ・25.1.¥9

事検涌iJ民

10月／3回 35,625,000 / 

' 

1月／4回 35 625 000 

計 142,500,000 



、、‘・、

｜課室名 高齢福祉課

起 案 日 --<S年戸月 ／日 決 裁 日 2写年斗月／日

課 内 検 討 者 決裁者

担 当者
起案 高齢者支援 課長補佐到底

課 長責任者 係長 介麗認定係長

島 ② 
Tel532501 

⑧ ⑧ J 

予算担当
意見

⑧ 辺口、 議 者

契約管理
財政課長

課長

⑧ ／⑧ 
意見

・． ． 

.：~ ⑧ 
広報のべおかへの掲載 要 ⑤ ホームページへの掲載 要 ⑤ 

件 名 ：平成 25年度「転倒骨折予防教室事業」及び「元気あっぷシニアケア／

マネジメント事業」ト村ゐ＿4~1"約終結（てついて

．．．．．．．援記．の．佐．巳：2.主主＿＿lヱ＞.. JJ!l紙段通！）＿袈約ゑ締結．し．ま玄0－－＇－－·~－－＇~

．．．．．．．．．．．．．．．．．記．．．．．．．

________ 1＿、実約－~－祖ヨモ方．．．．．．．．住毘．．．．．；…・・延周市．昭．和．町.3.I.目＿＿9＿設地3____ ------

．．．．．．民名－－－－－~－－－－－－－（桓）．．康生会．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．理事長．．．恋－~－－－段－－-----------_21:-_ 6 ＿法人．．．．．．．．

．．．－－－－－－－－－－－．．．ζ裏面広．続ぷ．；三一－－

ー〆



司

司’

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
2. 契約期間 平成 25年4月 1日～平成 26年 3月31日．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．

〆
3. 委託料 転倒骨折予防教室 1回当たり 30, 0 0 0円．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

・・・・・・ ．． ・ ・・・・・・．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
元気あっぷシニアケアマネジメント 1件 1月当たり 4. 0 0 0円

・・・・・・・・ ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

4. 予算 転倒骨折予防教室事業
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

地域支援事業費介護予防事業費 一次予防事業費地域介護
予防活動支援事業転倒骨折予防教室事業 委託料

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

予算額 2, 640. 00 0円・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

元気あっぷシニアケアマネジメント事業

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 総合相談事業費
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

介護予防ケアマネジメント事業 元気あっぷシニアケアマネジメ

ント事業委託料
予算額 2. 676. o~ 0円

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．



随意契約理白書

見積に付する
｜転倒骨折予防教室事業

事 項

履 行 場 所｜市内公民館等

予定 価格 I2. 640, ooo円

地方自治法

施行令第 167条
｜地方自治法施行令第 167条の2第 1項第2号

の2第 1項中の

該当する号

随意契約に

付する理由

当事業は、高齢者が要介護状態になることなく、健康で生き生きとした在宅生

活を送れるように支媛する目的で実施するものである。地域の高齢者を対象

に、介護予防のための講話や簡単な体操を行う教室を開催するといった内容

の教室を行っている。本事業は介護予防の広報的役割を担っている他、地域

包括支援センターの行う実態把握業務と二次予防事業対象者把握事業と密

接に関係しているため、効果的な事業を実施するには地域包括支援センター

が地域の要望や必要性を把握して教室を開催することが必要であるため。

。見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する

相手方の数

根拠法 令

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担 当 者 氏名

見積書を徴しない

延岡市契約規則第21条第3項

健康福祉部高齢福祉課高齢者支媛係

甲斐恵美子内線番号532507

千吹サヰチ日 f日
随意契約理白書作成者

健康福祉部高齢制長 友清明ゆ



見積に付 する

事 項

履 行場所

予定価格

地方自治法

施行令第 167条

の2第 1項中の

骸当する号

随意契約理白書

元気あっぷシニアケアマネジメント事業

延岡市中央地域包括支媛センター他10箇所

2,676,000円

地方自治法施行令第 167条の2第 1項第2号

当事業は、要介護状態等となるおそれの高い高齢者に対し、運動器等の機

能向上プログラムを実施し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行うた

随意契約に｜めのプランを作成するものである。プラン作成は介護保険法上地域包括支援

付する理由｜センターが行うべきものとされており、本市はこれらの法人に地域包括支援セ

ンタ一事業を委託しているため。

く〉見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する
見積書を徴しない

相手方の数

根拠法 令 延岡市契約規則第21条第3項

見積書を徴する相
手方の数が1者の
ときは、その理由と
相手方の氏名・住
所等

担 当 者 氏名
健康福祉部高齢福祉課高齢者支援係

甲斐恵美子内線番号 532507

平成25年4月1日

随意契約理白書作成者

健康福祉部高齢福祉課長 友清明結湯知
---..(1'/ 



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 康生会（以下「受託者Jという。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市中央地域包括支援センター及ぴ延岡市土々呂地域包

括支援センターの 2カ所において実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15, 000. 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0. 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



－ 
． 

（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

住） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第 2条第 3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（飛揚の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日
委託者 延岡市東本小路 2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市昭和町 3丁目 9番地3

社会福祉法人康生会

理 事 長 赤 須 巌



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑭地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 三ツ薬会（以下「受託者Jという。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 l条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市東海地域包括支援センターにおいて実施しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15, 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0, 0 0 0円

1件 1月当た．り 4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

但） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第 2条第 3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第 2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月1日
委託者延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者延岡市無鹿町 1丁目 20 3 1番地4
社会福祉法人 三ツ薬会

理 事 長 大 崎 茂



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把渥業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑭地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人 みのり会（以下「受託者Jという。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第 2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）．

第 3条 受託者は、委託業務を延岡市南方地域包括支援センターにおいて実施しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15. 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0, 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等」という。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第 7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第 8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第 9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

何） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の I0分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 I4条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 I5条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 I6条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 I7条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路2番地 1

延岡市

延岡市長首藤正治

受託者延岡市岡元町 630番地 1

社会福祉法人 みのり会

理事長 甲斐英孝



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑪地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者Jという。）と社会福祉法人 ふれあい福祉会（以下「受託者J
という。）とは、包括的支援事業（以下「事業」という。）の実施に関する業務の委託に

ついて、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第 2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市恒富南地域包括支援センターにおいて実施しなけれ

ばならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(l} 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15, 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3} 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0, 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等」という。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第 8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後 5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第 9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

{l) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

{2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

{3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

{4) 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第 2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年 4月 1日

委託者 延岡市東本小路 2番地 1
延岡市

延 岡 市 長 首 藤 正 治

受託者 延岡市沖田町 2240番地 1

社会福祉法人 ふれあい福祉会

理事長柳田高志



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把渥とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑭地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と一般財団法人延岡市高齢者福祉協会（以下「受

託者Jという。）とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の

委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第 2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市岡富地域包括支援センターにおいて実施しなければ

ならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センター 1か所当たり 15, 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0, 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第 5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の 5日まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第 7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第 8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後 5日以内に、第4条第 l号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第 9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4) 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第 2条第 3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及ぴ第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年 4月 1日

委託者延岡市東本小路2番地 1
延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市山下町 1丁目 7番地 9

一般財団法人 延岡市高齢者福祉協会

理事長児玉悦生



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

(4) 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月 1日

委託者 延岡市東本小路2番地 1
延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市山下町 1丁目 7番地9
一般財団法人 延岡市高齢者福祉協会

理事長児玉悦生



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人 真隆会（以下「受託者」という。）

とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務
③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整
⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑪地域ケア会議の開催
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包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人 真隆会（以下「受託者」という。）

とは、包括的支援事業（以下「事業」という。）の実施に関する業務の委託について、次

のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第 2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を延岡市恒宮東地域包括支援センターにおいて実施しなけれ

ばならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

センタ－ 1か所当たり 15, 000, 00 0円

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり 3 0, 0 0 0円

1件 1月当たり 4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第 27条第 1項第 6号により免除する。

（委託料の支払）

第 6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等」という。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5日まで、同条第 2号及ぴ第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第 8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後 5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第 9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾

を得たときは、この限りでない。



（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、文は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に逮反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、文は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

住） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月1日

委託者 延岡市東本小路 2番地 1
延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市長浜町 1丁目 17 6 5番地 1

社会福祉法人 真隆会

理事長 田中英隆



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑪地域ケア会議の開催



包括的支援事業委託契約書

延岡市（以下「委託者」という。）と社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会（以下「受

託者Jという。）とは、包括的支援事業（以下「事業Jという。）の実施に関する業務の

委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 委託者は、別記に規定する業務（以下「委託業務Jという。）を受託者に委託し、

受託者はこれを受託するものとする。また、受託者は委託業務を実施するため、地域包

括支援センターを設置するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は、平成 25年4月 1日から平成 26年 3月31日までとす

る。

（委託業務の実施）

第3条 受託者は、委託業務を、延岡市恒富西地域包括支援センターを本所とし、延岡市

北方地域包括支援センター及び延岡市北浦地域包括支援センタ一、延岡市北川地域包括

支援センターを支所とした 4カ所において実施しなければならない。

（委託料）

第4条 委託業務の委託料は、次のとおりとする。ただし、委託期間満了後、収支精算額

が次により計算した額を下回った場合は、その精算額をもって委託料とする。 （消費税

非課税）

(1) 基本事業（委託業務のうち、次号及び第3号に掲げるものを除く）

(2) 介護予防教室

(3) 元気あっぷシニアケアマネジメント

（契約保証金）

1回当たり

1件 1月当たり

37, 500, 00 0円

3 o. 0 0 0円

4. 0 0 0円

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第27条第 1項第6号により免除する。

（委託料の支払）

第6条 受託者は、委託者に対し、四半期における事業計画書（第4条第2号及び第3号

に掲げる事業にあっては事業実績報告書）及び請求書（以下「事業計画書等Jという。）

を、同条第 1号に掲げる事業については当該四半期の初月（4月、 7月、 10月、 1月）

の5固まで、同条第 2号及び第 3号に掲げる事業については当該四半期の次期の初月

(7月、 10月、 1月、 4月）の 5日までに提出しなければならない。

2 委託者は、事業計画書等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは事業

計画書等を受理した日の属する月の 20日までに委託料をその指定する口座に振り込

むものとする。

（事業実施状況報告書の提出）

第7条 受託者は、委託者に対し、毎月 5日までに事業実施状況報告書により、前月分の

委託業務の実施状況に関する報告をしなければならない。

（事業実績報告書及び精算書の提出）

第8条 受託者は、委託者に対し、委託期間満了後5日以内に、第4条第 1号に掲げる事

業に係る事業実績報告書を提出しなければならない。

（委託業務の処理方法）

第9条 受託者は、委託業務の処理に当たっては、関係法令及び要綱を遵守するほか、委

託者の指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第 10条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾



を得たときは、この限りでない。

（権利の譲渡の禁止）

第 11条 受託者は、この契約によって生じる一切の権利を、第三者に譲渡してはならな

い。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（実地調査等）

第 12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況等必要事項につい

て受託者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

（契約の解除）

第 13条 委託者は、受託者が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受託者がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 受託者が委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結文は履行について不正の行為があったとき。

住） 受託者（法人である場合には、その役員等）が延岡市暴力団排除条例（平成 23年

条例第 22号）第2条第 3号に規定する暴力団関係者であると認められるとき。

2 受託者は、前項第4号の規定により契約を解除された場合においては、第4条に定め

る委託金額（同条第2号及び第 3号に掲げる事業については、解除した日までの実績に

応じた額）の 10分の lに相当する額を違約金として、委託者に対しその指定する期間

内に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、委託者による損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 委託者は、第 1項の規定による契約の解除によって生じた受託者の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

2 受託者は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

（秘密の保持）

第 15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合文はこの契約に定めのない

事項については、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各

自1通を保有するものとする。

平成 25年4月1日

委託者 延岡市東本小路2番地 1
延岡市

延岡市長首藤正治

受託者 延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地4

社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

会長柳田泰宏



別記

委託業務の内容

①二次予防事業（元気あっぷシニア事業）の対象者把握業務

②二次予防事業の対象者に決定された者に対するケアマネジメント業務

③被保険者に対する実態把握業務

④サービス基本台帳の整備

⑤関係機関との連絡調整及び連携体制の構築

⑥総合相談業務

⑦権利擁護に関する援助

③地域の介護支援専門員の支援

⑨支援困難事例についての指導・助言

⑪地域の社会資源の把握とネットワーク化

⑪各種の保健福祉サービス及び介護サービスに関する情報の提供

⑫保健福祉サービスの利用申請手続きの代行とサービス調整

⑬介護予防教室（転倒骨折予防教室）の開催

⑭地域ケア会議の開催



平成 25年度
ロ投資的経費

事業計画書〈兼事務事業評価書〉 様式2

盟主主1l1f::主 月繍歪予’IP- 匿璽 高齢福祉毘

回施策的経費 胸謀議 転倒骨折予防教室事業 03-()1-(）ト002-()5

＠長期総合計置における位置付け 字一色 書 ・.・ ＠」全体標裏〈目的と鍍裏書~Eltすヨ5ことー〉ー←

＇＊目淘 第3官官共に支え合う安全・安心の.It!緩づくり

s‘’R名
介額予防・生活支tiサービスの充実

‘.. , 

③憎実甜鐘曜主'.t'* 延岡市

高生絶や：概目き齢犠術的要と者の離｝し｝高がなた翼齢体在介者換宅護を金生対行状活う象餓を敏ににお宣な、〈をfれるT開圃こる価とよ予なうす聞〈にるの、支．健た揖康めすでのる腸生．路き＠計画期間 平成 18 年度～ 年度

⑤ ..  区分 その他 ｜＠衝・継｜ 継続

＠金針名 特別 ｜＠位置等:.ii
⑨関連計画・関連事業’・.拠法令簿 l』，、－' 

介思保険法

⑪自律速Ill伏ヌ・・・・・行政が行った活動の純泉、どれだけ成果があがったのかを散字で朱すものです．

活動m練 開催回歎 成果指標 相REF!

区分 “お年度 H24年度 ”25年度｛計画1 区 分 H23年度 H24年度 ”25"1＆：＜計百3

目線 88 88 88 目 練 1,760 1,7伺 1,760 

実績 86 実績 1,755 

”．定員E・N 97.7 目板逮~ll&OO 四.7

⑫~’E性・・・・・市民の社会的なZーズや．民間による代”ができないかどうかについての項目です．

け贋本fる領生健事や置厳業必のは敏贋厳介宵栓後績と4ま：予杷で怖防慢住にのみす高広慣る隙駆これ期と的たにに役のおよ割宅。け金でてる但鋤駆介っら蝿果てし的予たお必防いり開に＇J絶と舗関い蟻がすうでる可馴知の篤い介恨とはな護の省る伝予適．防遣的がのな震ゆも肢要のででであああるるり、．脚色そ蟻れ包kP括十支え健るためには生涯にお
センターが絶織の

⑬緊急性‘有効性、効草色

め本社、利会事用の業者高は飾の地継化織続包は急的活速な支ケにtiア進セマんンネタでジーおメのりン、行ト社がう会実効保悠司目陣杷的貨録にの業行抑務わ制とて二をい図次るる予．．意防味事に業お対い象て者も偲本縄本本業業のと緊密急彼性には関高係いし．ているた

⑪環境保全性・・・・・E環境保全や環績負荷についての項目です．

II漢に与える’E’
ISOでのii行管理

原題と対策

その他｛政当なし等｝

環境保全の対象となる司JJiではない．

本司11'.•1ま地織において介績予防の広観的役鯛HRっており、包徳的~mセン
ターが書店織の要盟や実情を把鐙することにより効果的に還mされている．

0 ・務事禦の最終評価（※配入不要｝

I " • I G=!l~＇u' I理由

%｜進妙$ % 

毘入．必要に応じ？：図面J 見積・を添付）~~長波淡竜補助免 E倭託免除必ず包入すること＝被来※f 性：.~ •. 

【事業内容】

地繊の高齢者の団体を対象に、介穫予防や健康・栄養に関するm話や簡単な体像の指潟を行う．

I受託先1
地織包括支復センター

｛福）康生会、｛循）三ツ薬会、｛緬｝みのり会、｛徳）ふれあい福祉会、（財）延岡市高齢者福祉協会、（福）真隆会、（循）延岡市社会復社線鎗会

【積算綬拠1

30,000円 x 8 回 × 11箇所 = 2,640,000円

H20年度 2,310千円
H21年度 2,520千円
H22年度 2,550千円
H23年度 2,580千円
H24年度 2,640千円（見込み）

' '':J ；そg；’~~；：.~ ＇；~＼＂~＂＇、· .. l⑩雇用見よるみ歎ごl

直後雇用

進拶. % 

人

11人



平成 25年度 事 業計画書（兼事務事業評価書〉 様式2
口投資的経費

P-15 12月補E予’JP・4 臨 醐 健康偏祉郎 陣盟強調

l盤調介護予防ケアマネジメント州総臨瑚

高働福祉銀

団施策的経費 元気あっぷシニアケアマネジメント事業 03-02-01-004-01 枠外

~~－，，，.合計画における位置付け 長一 ＠全住，llf：（目的と銀翼を包砲することよ〉ふ・・

&::1ド n• ’IJ3llll ~さに支え合う安全・安心の絶織づくり
，、：＼．

.，貧；名 介鰻予防・生活・文俊サービスの充実

③実施主体 延岡市

｜＠計画期間 平tit 20 年度～ 年度

⑤司E’R区分 その他 ｜⑥斬・纏｜ 継続

＠会計名 特別 l"••:I 延岡市全蟻

⑨A関適齢E ・関連司区銀・ •i処法令司事n蟻 鍾 荷電

介II保険法絶1'支t1••’u‘’F鯛

⑪自舗遺fl状況・・・・・行敵が行った活Dの結果．どれだけ成果があがったのかを徴字で朱すものです．

活動術保 実.件敏 成果術保 実結後の改轡lt（実範割盟関の＂.改笹野｝

区分 H23年度 H24年度 H25年甑計画｝ 区 分 H23年度 H24年度 日25毎度(It筒）

目線 390人（延） 390人｛延｝ 669人（延｝ 目 保 10偶 100¥ 1似九

実績 269人｛延｝ 目55人（悶半期 実績 67‘ 
四恩遭成皐ω 69" 回線達成皐伺 67‘ 
⑫必’E性・・・・・市民の社会的なZーズや、民間による代”がでeないかどうかについての項目です．

側身の対象な者げのて心L身、くのこ状と、錦ま、生活元・状気況あをっ杷ぷ宛シしニてア、デ対イ象サ者ーとピ共スに終介了E後E予の防フ日ロ棟一を等宥Iえ主、絶包域活資文源銀を支活偲かセしンたタ介ー鰻抽サービスにっ た． ォ t 
..も適している．

⑬緊.性．有効性．効耳慣性

－飽大鋤eが本．少目向事栂性し上業でをはしのも遣．て大H長成お2＜きす3り保な年る介度全悶だ；，，隈慨泊げ鍋も予はの人．防事クの介に業アQ穫対プ鋤O保すLラ果を険るンは高箆Z金Eま〈省定自だす民者略もでる高aすてこkまやるkいるで簿介な鎗ゐ．鰻い果ケるが保．アは．険マ得元給ネら気付Jれぁメ費て。ンのいぷト隊るにデた少関イめでサわあーる有り事ピ動＂；窃まえ性を手たは利．続高4用B舎い〈すをのと簡る費高こ略え働と化でる者し．個がた人自たの立め生し．罷良たt楓い~ 
と宮町える．

＠環繍健全性・・・・・iii.I僚会や濁2抱負荷についての項目です．

環境に与える，~·

隠Oでの迎行管理E

限周と対策

その他ca.当なし等｝

環度保全の対象となる事業ではない．

介思保険における二次予防事業の.要性は別しており、あわせてケアマ
ネジメントについても鉱交を図って』、〈．

‘’・司 l-。i予算事耳目安ι主ぎるさ、 予算見積・E・ページ 69 

’II:~ 絶均配3区銀事業費 25句~II河旬震安 －ヱ司Ifft負，e 周＂18Jt. ．繍償貸撞官d昏‘従軍帯地官補助金哩 8.V.M入，e晴弘ご 司E筋費

項~： 包憲f司~的.支”健司Jli・径
当初

百i総合初級事築費
2,676 2 676 

決定 2,676 2,676 

＠！”m芯；i
，総司区重量安‘？ 開始～平成23（存度 平成24年度鵬 • 平成25~度観惨 高晶平成26年度お 平成幻停皮1'&平成28年度以惇

14.855 2.175 1 976 
λ p 

2 676 2 676 2 676 2 676 

酎鉱内訳

国·•J!Pt~·償金 8.819 1.305 1 170 14・22 1 586 L盟6 1 586 La！堕
地．恥；・.:Jr._；点よ積
そ：，；；~；：仮定：プ他 3 095 435 416 3 561 561 561 56!. 

鎗•!tll•••島入金 2,941 435 390 27 529 529 529 529 

!'it~ ・－＇・ .：.－田県補助制度〈名称）－；＿ ·－－＇~·－ 対象額．． 繍．助4・掴随 一補一助ti額 ｛計画内W·fl•轟健｝ （計画内曾.，.’J~ilf) (f十圏内寝・flJUiiU

国 包指・径窓事実 2,676 39.50 / 100 l,057 

県包指・径.事業 2,676 19.75 / 100 529 

／ 

－鑓＞＜：＇・ B 償 、‘』 ・包 4・守守宅一』・ぺ久対象額、 充当司E‘； 充当主観獅蟻轟醸

% 

% 

~·の｛他 ・L・名Y,:,jJH号償保険者保険斜21% ｜金額 561 進鯵. %進鯵. % 

⑪ 2SfJ:JJ:の..内密晶画記｛具体的な司医療内容と積算仮処”をe入m必寮に応じて図面J’見積・e添付｝も3隠滅翼民 2繍助~·~託先は必ず毘入すること液凝減

【司，.内容】

メ地ン開ト織始を包か寄らm託~支年す援経るセ．過ンしlタサ、ー希イにク望Eル、者元がが気1徐2あ回々っ｛に3ぷヶ網シ月えェ）てなアいの事るで業こ、のと対、4リ回象ピ／者ー月がター×通3が所ヶm型月えデ｛て1イ人きサあてーたいピりるス）こ事との業等受にか託SらS料加、とケすすアるるマ際．ネのジ事メ前ンアセスメントや事業所との情線共有等のケアマネジ
トのfl:はt符加してくるものと見込まれる．

《事業費》

~.200回4ム× 3包a ×得ゐ＝2.§761222目
※デイサービスの ログラムの1サイクルは、 12回（約3ヶ月）とする。

※介績報酬単価－照（介護予防支援費）要支担1・2対象者へのそエタリング

（居宅介護支盟事業所・包括支担センター）

委託先：地核包括支援センター 11ヵ所

｛平底26・27年度銃規事業は開始年度の事案内等を配織する｝ ！一五五事一一一一－弓．

⑮通年度，ll• ~：・ ‘鼻－~ f :l ムー4・~N －田耕，R門下長 ⑮雇用見込み歓

〈ケアマネジメント数〉 直後層別 人

ケ初ア回マ加ネジ算メント延人数

H20年度5人（3月のみ） H~~年人度 H2;9年人度 H2一3年度 H24年一度｛第2四半期） 問僚11m 33人

331千5人円
168人

915867千人円 269人6千
259人 ’十 33人

852千円 l, 07 円 I~＂，去Rのの拘JU束Eがt室S量、令広明’砲，，に定めらKでWい司5か） l 

※24ft!lt'繍置が書J、温会の当初予’E傾 千円｝
2.法令上、実自治絡体がの俗a務aづけaらbれねてらい』るが、実施方法
については 盆に れる．


